
J60598-1(H14)

照明器具
パート１：一般要求事項及び試験

別紙116



　この電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準
は、ＩＥＣ　６０５９８－１（１９９６），Ａｍｄ．Ｎｏ．１（１９９
８）に対応している基準である。
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変化が１時間あたり１℃以下になった時である。 

ｇ）もし、器具が、欠陥のある部品（ランプを含む）のために、動作が停止した

場合はその部品を取り替えて試験を継続すべきである。すでになされた測定は

繰り返す必要はない。しかし器具は、次の測定がなされる前に安全状態になっ

ていること。もしも危険な状態が起きたり、もしくはいずれかの部品が、偶発

的でない欠陥により役に立たなくなってしまった場合には、その器具は不合格

と見なされる。又、もし器具内の非復帰形又は、復帰形の保護装置が動作した

ら、その器具は、不合格と見なされる。 
ｈ）器具の一部として別置の制御装置／部品がある場合には、製造者の取扱説明

書に従い取付け及び動作させること。すべての部分の温度は第 12 章の規定の

限度を満足すること。 

  もしも、制御装置が器具の部品として供給されない場合は、製造者は通常代

表的に使用される制御装置を用意すること。制御装置は無風状態の場所で、周

囲温度 25℃±５℃で動作させる。制御装置の温度は測定しない。 
ｉ）白熱灯器具の試験結果に疑念がある場合は、もし入手できるなら Heat Test 

Source（HTS）ランプを用い繰り返すこと。主としてランプの口金温度に左右

される部分の温度に対しては、HTSランプにより得られる値を採ること。主と

して放射により左右される部分の温度に対しては、量産品の透明バルブのラン

プにより得られた値を採ること。 

ｊ）3.2.13 に規定されているスポットライトや同様の器具からの光のビームは、
附属書Ｄに記されたと同様な黒色つや消し塗装の木製の垂直な面に向けられる。

器具は、その面から器具に表示されている距離だけ離して取り付けること。 

  試験中、測定は第 13 章にて要求される絶縁物の部分の温度についてなされ

ること。 

ｋ）両口金蛍光ランプのソケットの温度測定では、熱電対の測定接点をランプ口

金に隣接するソケットの表面に同一面になるよう取付ける。もしそれができな

いときは、できるだけその点に近付けてしかも口金に接触しないように固定す

る。 
注－  照明器具製造者は、型式テストサンプル提出時にあらかじめランプソケットに熱電対の測定接
点を取付けておく。通常このように準備しておくのは１個のソケットだけでよい。 

12.4.2   適否 

器具がその定格周囲温度 taで動作している場合に、12.4.1 の試験においては、い

かなる測定箇所の温度も表 12.1 及び 12.2 に示される各値を超えてはならない。

（ａ）の譲歩についてはこの限りではない。） 
試験室の温度が taと違っている場合、この違いを表の限度を適用する時に考慮す

ること。（12.4.1 の c）も参照せよ。） 

ａ）温度は表 12.1、12.2 に示される値を５℃以上超えてはならない。ただし、12.4.1

の d）の規定に従って、定格電圧又は定格電圧範囲の 1.0 倍で試験を行った照

明器具の温度上昇の評価は、表 12.1、表 12.2 の値をそのまま適用する。 
注－ ５℃の許容値は、器具の温度測定における避け難いばらつきを考慮して決めた。 

ｂ）使用中に熱的に劣化する器具部分の温度は、器具それぞれのタイプにある合

理的な使用期間に、対応する値を超えないこと。器具の主な部分についての一

般的に同意された値は、表 12.1 に示されている。そして、器具に使用されたと

きの一般的な材料についての値は、表 12.2 に示されている。これらの値は一様
な評価をするためにここで規定してあるが、他の材料試験の仕方に基づいて、

又は、他の機器などへ適用のために、わずかに異なる値が、どこか他の規格に
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記載してあるかもしれない。 

  表 12.2 に示される温度より高い温度に耐えると称される材料を使用したり、
他の材料を使っている場合は、その材料として証明されている上限温度を超え

て使用しないこと。 

ｃ）表 5.1のコード（IEC 規格適合品）を使用する機器の試験片（12.4.1 の a）

を参照）の温度は、それが PVC 電線なら 90℃（クランプされた場合のように

応力が存在するところでは 75℃）を超えないこと。又は、器具本体か、あるい

は第３章の要求に従って取扱説明書の中で、示している温度を超えないこと。

（内部配線又は外部配線に用いられる）PVC 電線の温度限度は、例え器具に付

属する耐熱スリーブで追加保護されていても、120℃以下であること。スリー

ブは 4.9.2 の要求を満足すること。 
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表 12.1－12.4.2 の試験条件における主要部分の最高温度 
測定部所 最高温度（℃） 

ランプ口金 対応する IEC 規格による* 
巻線（安定器、変圧器）   
ｔwを表示するもの  ｔw 
絶縁階級により分類されるもの   
－Ａ種 100 
－Ｅ種 115 
－Ｂ種 125 
－Ｆ種 150 
－Ｈ種 170 
ケース（コンデンサ、スタータ、安定器、変圧器など）   
 ｔcが表示されている場合  tc ** 
ｔcが表示されていない場合  50 
JIS C 4908 の表示がある場合 表示温度 
電線の絶縁物  表 12.2､12.4.2b）と 12.4.2c）を参照  

該当する IEC に適合した磁器ソケットの口金接触部及びランプ
ソケットとスタータソケットの絶縁材料 

 

 T1又は T2マーク有り  （B15 と B22）**** （IEC 61184） T1：165  T2：210 
 T マーク又は t マークの有り（IEC 60238､IEC 60400､ 

IEC 60838******、IEC 61184） 
T 又は t 

 T マーク表示のないもの   
 （E14、B15） （IEC 60238、IEC 61184） 135 
 （B22） （IEC 60238、IEC 61184） （E26、E17） 165 
 （IEC 60238） （E39、E11） 225 
 （IEC 60238） （E12） 100 
 T マーク表示のないけい光灯ランプソケット／スタータソケ
ット及びその他のソケット（IEC 60400、IEC 60838******） 

80 

電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和 37 年通商産業省令
第 85 項）別表第四に適合するソケットの絶縁材料  

電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和 37 年通商産
業省令第 85 項）別表第四 1(1)ロに規定された値以下 

個々の定格を表示したスイッチ   
 T マークのあるもの  T 
 T マークのないもの  55 
器具の他の部分（材料及び使用方法別に）  表 12.2 と 12.4.2b）を参照のこと  
取付面  
 可燃性表面  90 
 不燃性表面  測定せず 
人がしばしば取り扱ったり又は触れたりする部分 ***  
 金属部 70 
 非金属部 85 
手で握る部分   
 金属部 60 
 非金属部 75 
スポットライトに照射される物体（12.4.1 j）を参照のこと） 90（試験面の温度） 
ライティングダクト（ライティングダクト用照明器具）  ライティングダクトの製造業者の指定による。***** 
コンセント取付け形照明器具及びプラグ付安定器／変圧器  
 －手で触れるおそれのあるケース  75 
 －プラグ及びソケットの接触面 70 
 －その他の部分  85 
交換可能なグロースタート装置  80 
＊ 特別なランプの使用が表示されているか、又は特別なランプの使用が明らかな場合は、ランプの製造者により

規定されるこの表より高い値が許される。IEC 60357 と IEC 60682 はハロゲンランプのピンチ部の温度測定につ
いて規定している。これらの測定はランプの性能の判断基準から要求されるものであり、照明器具の安全の判断

基準のためではない。 
 これは IEC 60342-2 の適用範囲に含まれるランプには適用しない。この規格の照明器具の設計に関する情報は
守らなければならない。  

＊＊   装置の製造者によって表示された測定基準点において測定すること。 
＊＊＊   調整の間、触れる頻度の少ない部分については適用しない。例えばスポットライトの部分  
＊＊＊＊   適合するランプの縁で測定した温度。 
＊＊＊＊＊  ライティングダクトの温度測定の試験条件は、IEC 60570 の 11.1を参照すること。 
＊＊＊＊＊＊   ２本ピンのランプソケットにおいて、疑義がある場合には、接触片温度測定値の平均を使う。 
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表 12.2－12.4.2 での試験条件における、器具に一般的に用いられる材料の最高温度 
材    料 最高温度（℃） 

器具に付属する（内部及び外部）電線の絶縁物＊＊  
シリコーンワニス充填ガラス繊維 200 ＊ 
四ふっ化エチレン樹脂（PTFE） 250 
シリコーンゴム（応力の存在無し） 200 
シリコーンゴム（圧縮応力のみ） 170 
塩化ビニール（PVC） 90＊ 
耐熱塩化ビニール（PVC） 105＊ 
エチレン・ビニル・アセテート（EVA） 140＊ 
固定配線の絶縁物 
  （器具に組み込まれない設備に固定された部分としての）： 

 

スリーブで保護されていないもの 90＊＊＊ 
適正なスリーブで保護されているもの 120＊＊＊ 

熱可塑性樹脂  
 アクリルニトリル¯ ブタジェン¯ スチレン（ABS） 95 
 セルローズ・アセテート・ブチレート（CAB） 95 
 ポリメチル・メタリクレート（アクリル） 90 
 ポリスチレン 75 
 ポリプロピレン 100 
 ポリカーボネート 130 
 塩化ビニール（PVC）（電気絶縁物として使用しない場合） 100 
 ポリアミド（ナイロン） 120 

熱硬化性樹脂    
 無機質充填フェノール・フォルムアルデヒド（PF） 165 
 セルローズ充填フェノール・フォルムアルデヒド（PF） 140 
 ユリアフォルムアルデヒド（UF） 90 
 メラミン 100 
 ガラス繊維強化ポリエステル（GRP） 130 

その他の材料  
樹脂充填の紙／織物 125 
シリコーンゴム（電気絶縁物として使用しない場合） 230 
ゴム（電気絶縁物として使用しない場合） 70 
木、紙、布等 90 
＊  絶縁物に応力がかかっている時は、例えばクランプされたり、屈曲したりしている場合 15℃減じること。  
＊＊  IEC 規格（ IEC60227 又は IEC60245）に適合した電線に対して規定される。その他のものは、電気用品の技

術上の基準を定める省令（昭和 37 年８月 14 日通商産業省令第 85 項）別表第四 1(1)ロの細則３に適合しなけ
ればならない。 

＊＊＊   これらの温度は、風防容器内で器具の定格値以上の試験電圧などといった、本規格の特別な試験条件による
最高許容値である。  
 幾つかの国で適用されているヨーロッパ設備基準やヨーロッパケーブル標準では、通常動作で許容される電
線被覆 PVC の最高温度を、70℃と規定していることも注記しておくべきである。  

 この表に掲げるもの以外の材料は、電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和 37 年 8 月 14 日通商産業省
令第 85 項）別表第四 1(1)ロの細則３に適合しなければならない。  

 

1 2 .5 温度試験（異常動作）  

異常な使用を代表する状態の下では（器具の内部の欠陥や、誤使用を代表するも

のではない）、器具の各部や取付面の温度は、表 12.3 の値を超えてはいけない。又
器具内電源配線が不安全な状態になってはならない。 
注－ 不安全な状態とはひび割れ、焼け焦げ、変形を含む。 

適否判定のための試験中は、貫通配線には通電しない。 

ライティングダクト用照明器具は、ライティングダクトを過度に熱してはならな

い。 
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適否は 12.5.1 に記された試験を行い判定する。 

12.5.1   試 験 
安定な状態に達したのち、表 12.3にあげられた部分の温度を、次の条件に従って

測定すること。 

ａ）使用中に照明器具が下記の 1）、2）又は 3）にあげてあるような異常状態に

なり得る場合、そして、その異常状態で、いずれかの部分が通常の使用中にお

けるより高温になるならば、試験を実施せねばならない（予備実験が必要とな

るかも知れない）。 
  もし、二つ以上の異常状態が起こり得るならば、その試験の結果に最も悪影

響を及ぼす状態が選定されること。 

  この試験は下記の 3）の場合を除いて、自在形でない白熱灯定着灯器具には

適用しない。 

１）誤使用以外に不安全な動作姿勢が生ずる可能性がある場合：例えば、偶然に

30Ｎを越えない力で、自在形器具が曲げられて支持面に近接する場合 
２）製造不良又は誤使用以外に不安全な回路状態が起こる可能性がある場合：例

えばランプ又は、スタータの寿命末期で起こる回路状態（附属書Ｃ参照） 

３）特別なランプ用の白熱灯器具に一般照明用ランプを使ったため、不安全な使

用状態が起きる可能性がある場合：例えば一時的に特殊なランプが、同じ電力

の一般照明用ランプに交換される。 

４）ランプ電圧を供給する変圧器を有する照明器具において、二次回路（変圧器

そのものも含む）の短絡により不安全な状態が発生する場合。 

試験 2）は、蛍光灯や他の放電灯用器具にだけ適用される。 

試験 4）はランプソケット内の短絡に対して行われる。試験 4）の間、ランプか

ら取付面への放熱による温度上昇は、1）の試験でチェックする。そのとき変圧器

からの放熱による温度上昇は、短絡させたランプソケットの接触片について測定す

る。 
照明器具は、12.4.1 の a）、c）、e）、f）、h）の各項に規定された条件で試験

すること。更に、次のことを適用すること。 

ｂ）試験電圧は次によること。 

  白熱灯器具は、12.4.1 d）に規定した通り。 

  蛍光灯器具や他の放電灯器具は、定格電圧又は定格電圧範囲の最大値のいず

れかの 1.1 倍。（保護機能付安定器付の器具及び巻線の絶縁階級により分類さ
れる安定器／変圧器付の器具の場合は、1.0 倍とすることができる。） 

  二次側短絡の試験 4）では定格電圧の  0.9～ 1.1 倍その間の電圧。 
注－  もしも、器具が白熱電球と蛍光ランプ又は、他の放電ランプと組合せのものである場合、二つ
の別の電源を使用する必要があるだろう。 

ｃ）もしも、欠陥部品（ランプを含む）のために器具が動作しなくなった場合、

その部品を交換して試験を続行する。すでに行った測定は繰り返す必要はない。

しかし、次の測定を行う前に器具は、安定状態になっていること。しかし、も

しも危険な状態が生じたり、もしくは、いずれかの部分が偶発的でない欠陥に

より役に立たなくなってしまった場合には、器具は試験に不合格になったと見

なされる。 

    もしも、器具内の保護装置（例えば、非復帰形又は、復帰形の熱的、電流的

な遮断器）が試験中動作したならば、到達した最高温度を最終温度とするべき

である。 
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ｄ）もしも、照明器具がコンデンサーを組み込んでいる場合（電源に直接に並列

接続されたコンデンサーを除く）、試験条件のもとでコンデンサーにかかる電圧

が、自己回復形コンデンサーでは、その定格電圧の 1.25倍、また、非自己回復

形コンデンサーはその定格電圧の 1.3 倍を超える場合には、附属書Ｃの要求事

項にかかわらず、このコンデンサーは短絡すること。 

ｅ）ランプ仕様によって、安定器や変圧器に加熱を生じることのあるメタルハラ

イドランプ用器具は、附属書Ｃの 2.b）によって測定する。非復帰形の保護装

置が動作した場合、巻線の温度評価は行わない。 
非復帰形の保護装置が動作するものは、JIS C 4908電気機器用コンデンサに規定

される保安装置内蔵コンデンサ及び保安機構付きコンデンサ、及び安定器外郭にて

保護された力率改善用、進相用コンデンサ以外のコンデンサについては温度の評価

をしない。 

表 12.3 の値を超えないこと。 

12.5.2   適否 
12.5.1 の試験では、定格周囲温度 ta で器具を動作しているとき、各部の温度は

表 12.3（下記 a）の譲歩はこの限りでない。ただし、12.5.1 の b）の規定に従って、

定格電圧又は定格電圧の 1.0倍で試験を行った照明器具は、表 12.3 の値をそのまま

適用する。）に示される値を超えてはならない。測定室の温度が taと異なる場合、

その差は表の中の限度値を適用するとき考慮しなければならない。 

ａ）温度は、表 12.3 にある値を５℃以上超えてはならない。 
注－  ５℃の許容値は器具の温度測定における避け難いばらつきを考慮して決めた。 

ｂ）安定器を室温まで冷やした後、表 10.2 の試験電圧の 75％に減じた試験電圧

による耐電圧試験を行い、耐えること。ただし、試験電圧は 500Ｖを下回らな

いこと。 
表 12.3－12.5.2 の試験条件での最高温度 
測定部所 最高温度（℃） 

巻線 twが表示されている安定器、変圧器* 
絶縁階級により分類するもの 

表 12.4 及び表 12.5 参照 
12.5.2 a） 

コンデンサのケース  
  － tc表示のないとき 60 
  － tc表示があるとき tc＋10 
取付面  
－ ランプにより照射される面（12.5.1 a）1）による
自在 
  形器具） 

175 

－ ランプで熱せられる表面（IEC 60598-2-4 の 4.12 
章による可搬形器具） 

175 

－ 可燃性表面（  F マーク表示の有る器具） 130 
  － 不燃性表面（ F マーク表示のない器具） 測定しない 
ライティングダクト（ライティングダクト用照明器具） ライティングダクトの製

造業者の指定による 
コンセント取付け形照明器具とプラグ付安定器／変圧

器のケースを手で触れる恐れのある部分 
75 

* 安定器に表示の有るものを除いて、表 12.4 又は表 12.5 の S4.5 欄の規定値を最高温度とする。  
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表 12.4－安定器／変圧器の定格電圧の 110％（保護装置付安定器は 100％） 
         電圧及び異常動作状態における巻線の最高温度 

  最 高 温 度 （℃） 
定数Ｓ S4.5 S5 S6 S8 S11 S16  

 tw＝    90 
   95 
  100   

   171 
   178 
   186 

   161 
   168 
   176 

   147 
   154 
   161 

   131 
   138 
   144 

   119 
   125 
   131 

   110 
   115 
   121 

   105 
  110 
  115 

   194 
   201 
   209 

   183 
   190 
   198 

   168 
   175 
   181 

   150 
   156 
   163 

   137 
   143 
   149 

   126 
   132 
   137 

   120 
  125 
  130 

   217 
   224 
   232 

   205 
   212 
   220 

   188 
   195 
   202 

   169 
   175 
   182 

   154 
   160 
   166 

   143 
   149 
   154 

   135 
  140 

   240 
   248 

   227 
   235 

   209 
   216 

   188 
   195 

   172 
   178 

   160 
   166 

   145 
  150 

   256 
   264 

   242 
   250 

   223 
   230 

   201 
   207 

   184 
   190 

   171 
   177 

 
表 12.5－“Ｄ６”と表示された安定器／変圧器の、定格電圧の 110％（保護装置付 
安定器は 100％）電圧及び異常動作状態における巻線の最高温度 

   最 高 温 度 （℃） 
定数Ｓ S4.5 S5 S6 S8 S11 S16  

tw＝    90 
   95 

 100   

   158 
   165 
   172 

   150 
   157 
   164 

   139 
   145 
   152 

   125 
   131 
   137 

   115 
   121 
   127 

   107 
   112 
   118 

   105 
  110 
  115  

   179 
   187 
   194 

   171 
   178 
   185 

   158 
   165 
   171 

   144 
   150 
   156 

   132 
   138 
   144 

   123 
   129 
   134 

   120 
  125 
  130  

   201 
   208 
   216 

   192 
   199 
   206 

   178 
   184 
   191 

   162 
   168 
   174 

   150 
   155 
   161 

   140 
   145 
   151 

   135 
  140 

   223 
   231 

   213 
   220 

   198 
   204 

   180 
   186 

   167 
   173 

   156 
   162 

   145 
  150 

   238 
   246 

   227 
   234 

   211 
   218 

   193 
   199 

   179 
   184 

   168 
   173 

 
注－  30日間、60日間以外の耐久性試験を適用される安定器／変圧器については、関連する安定器の

IEC規格の式(2)を用いて、最高温度を求めるべきである。なお、この最高温度は、耐久性試験の
理論的日数の2/3に対応する温度である。 

（定数Ｓの説明と、その用い方については関連する安定器の IEC 規格を参照のこ

と） 
 
12.6  温度試験（安定器や変圧器が故障を起こした状態）  

この試験は  F マーク付き器具で、安定器や変圧器の離隔が 4.16.1の要求に適合
しないものに、又は、4.16.2 による熱的保護を有しないものに適用する。 

12.6.1   温度過昇防止装置のない器具の試験 

器具は、12.4.1 の a）、c）、e）、f）、h）の各項に規定された条件で試験する。

さらに、次のことが適用される。 

器具内のランプ回路の 20％で、少なくとも一つのランプ回路は異常状態にされる。

（12.5.1 の a）参照のこと。） 
取付面に最も熱的影響を及ぼす回路が選ばれ、他のランプ回路は通常状態で、定

格電圧又は定格電圧範囲の最大値で動作すること。 
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異常状態にされた回路は、定格電圧又は定格電圧範囲の最大値のいずれかの 1.1

倍で動作させる。 
フィルタコイルを有する、交流電源用電子安定器／変圧器を内蔵する蛍光灯器具

にあっては、そのフィルタコイルは別途に、定格動作電流が流れるように調節した

試験電圧に印加して試験する。安定器の他の部分すべて及びランプは、この試験で

は動作させない。 
注－ この試験のために、特別に準備された安定器／変圧器を用意しなければならない。 

適否は次により判定する。 

ａ）取付面の温度は、異常状態でのランプ回路を定格電圧の 1.1 倍で動作させた

とき、130℃を超えないこと。 

ｂ）周囲温度と、定格電圧又は定格電圧範囲の最大値のいずれかの 1.1 倍のとき

測定した温度の値を、グラフにプロットし（図９）これらの点を通り、直線回

帰を用い最良の直線を引く。 

   この直線を延長したとき、安定器や変圧器の巻線温度が 350℃未満の処で、

180℃の取付面温度の線に交わってはならない。 

ｃ）ライティングダクトに取り付けた器具に対して、ライティングダクトの部分

はひびわれ、焦げ、又は変形等の不安全な悪化のきざしがあってはならない。 

12.6.2   温度過昇防止装置を安定器や変圧器の外部にそなえた器具の試験及び 130℃を超
える温度を付記した … マーク表示のある熱保護機能付安定器をもつ器具の試験。 

器具は 12.6.1 に記したような試験準備をする。 

異常状態にされた回路に通電し、巻線の電流をゆっくりと着実にふやし、温度過

昇防止装置が動作するまでふやし続ける。電流の時間間隔や増加の割合は、巻線温

度と取付面温度との熱的平衡が、できる限り得られるようなものであること。 

試験期間中、器具の取付面の最高温度は連続的に測定されること。これが温度ヒ

ューズを備えた器具の試験である。 

手動復帰温度過昇防止装置を備えた器具では、試験は 30 分の間隔で３回繰り返

す。 

各 30 分間隔の最後に過昇防止装置を復帰すること。 

自動復帰温度過昇防止装置を備えた器具では、取付面温度が安定するまで試験を

続けること。自動復帰温度過昇防止装置は、規定の条件において、安定器の電源を

点滅することにより３度動作させる。 
注－  組み込まれる変圧器が単体として所定の容器の中で試験されていない変圧器は、部品規格によ
ってこれらの特性が確認されていないので、本試験を実施すべきである。 

適否は次により判定する： 

取付面のいかなる部分の温度試験においても、135℃を超えないこと。また（復

帰形保護装置を使って）保護装置が再度回路を動作状態にしたとき、次を除いて

110℃を超えないこと。 

試験において保護装置の動作期間中、その表面温度が 135℃を超えるかも知れな
いが、135℃を超えて表 12.6 に示す最高温度に達する迄の時間は、同表に示す各々

最高温度に対応する時間を超えてはならない。 
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表 12.6－温度過昇限度時間 

取付面の最高温度（℃） 
135℃を超え最高温度に達する 
迄の最長時間   （分） 

    180を超える              0 
    175を超え      180 以下  15 
    170  〃        175 〃   20 
    165  〃        170 〃   25 
    160  〃        165 〃    30 
    155  〃        160 〃   40 
    150  〃        155 〃  50 
    145  〃        150 〃  60 
    140  〃        145 〃   90 
    135  〃        140 〃   120 

試験の結果、次を適用する。 

入力 ON/OFF を手動でリセットする場合は、試験中取付面のいかなる部分も
180℃を超えてはならない。又、自動リセットの場合は 130℃を超えてはならない。 

ライティングダクト用器具にあっては、試験後ライティングダクトのいかなる部

分も危険な劣化が生じてはならない。例えば、割れ、焼損、変形など。 

12.7   合成樹脂製器具に於ける安定器又は、電子装置の故障状態に関する温度試験 

本試験は 4.15.2 に示す機械的特別な、温度の影響を受けない装置を付加していな

い熱可塑性樹脂外郭を持つ器具にのみ適用する。 
12.7.1   温度感知制御装置の無い器具の試験 

器具は 12.4.1 の a）、c）、e）、f）及び h）に規定された条件の他に次の条件に

よって試験される。 

器具の管灯回路 20％、かつ一灯分以上の回路が異常状態であること。（12.5.1

の a）参照） 

取付面や露出部に最も熱的影響の大きな回路が試験されるべきで、他の回路は定

格電圧により通常状態に動作させる。 

異常状態にした回路は、定格電圧又は定格電圧範囲の最大値のいずれかの 1.1倍

で動作させる。安定した後、最も高い巻線温度値と取付面及び最も熱的影響を受け

た露出部の最高温度値を測定する。 

適否 

周囲温度と、定格電圧又は定格電圧範囲の最大値のいずれかの 1.1 倍で測定され
た温度の値は、安定器／変圧器の巻線温度 350℃との関連において、取付面やその

他の露出部の温度を直線回帰式で計算する過程に用いられる。計算結果は ISO75

（1987）樹脂とエボナイト¯ 負荷たわみ温度の測定に定義された方法Ａにより規定

されたその材料の負荷たわみ温度を超えてはならない。 

12.7.2   安定器又は変圧器に内蔵／外付けされた温度感知制御装置を有する器具の試験 

器具は 12.7.1 のはじめの３つの文節に述べたように準備する。 
異常状態の回路は、温度感知制御装置が動作する迄、巻線に電流をゆっくり連続

して増加させるよう動作させる。 

時間間隔と電流の増加は、巻線温度と取付面又は、最も熱的影響を受ける露出部

の温度との平衡が、最も実際使用状態に近くなるよう設定する。試験中、測定点の

最高温度を継続して測定記録する。 

手動温度制御装置付き器具は、試験中 30 分間隔で６回試験を繰り返す。30 分毎
に手動温度制御装置をセットしなおす。 
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自動温度制御装置付き器具は、温度が平衡する迄、試験を実施する。 

適否は次による：  
取付面又は、最も熱的影響を受ける露出部の最高温度は、温度ヒューズ 手動／

自動温度制御装置の試験中に、ISO 75 に定義された方法Ａにより規定されたその材

料の負荷たわみ温度を超えてはならない。 

 

 

第 1 3 章 耐熱・耐火性及び耐トラッキング性  
 

13.1  総則  

この章は、照明器具の絶縁材料からなる特定の部品の耐熱性・耐火性及び耐トラ

ッキング性についての要求事項及び試験を規定する。 

プリント配線基板については、IEC 60249 の要求事項を参照すること。 

 
13.2  耐熱性  

感電保護用の外郭を構成する絶縁物及び導電部又は安全特別低電圧部を所定位

置に保持する絶縁物は十分な耐熱性を有すること。 

13.2.1   適否は次の試験により判定する。 

この試験は磁器材料の部分及び電線の絶縁物については行わない。 

この試験は、第 12 章の通常試験で決定された当該部品の動作温度に（ 25±5） ℃
を加えた温度の加熱槽の中で行うこと。ただし、導電部あるいは安全特別低電圧部

を正しい位置に保持する部品を試験する時は、この温度は 125℃以上であること。

その他の部品については 75℃以上であること。 

供試部品の表面を水平に置き、直径 5 ㎜の鋼球を使い、その表面を 20Ｎの力で押

圧する。この試験に適切な装置を図 10 に示す。もしも、試験中に表面が湾曲する

場合は、鋼球を押圧している部分を支えること。 
1時間後に試料から鋼球を取り除き、試料を 10 秒間冷水中に浸して冷やす。窪み

の直径が 2 ㎜を超えないこと。 

 

13.3  耐炎・耐着火性試験  

導電部あるいは安全特別低電圧部を所定位置に保持する絶縁物及び感電に対し

保護をする絶縁物の外郭を構成する部分は耐炎性及び耐着火性を有すること。 
磁器以外の材料は、13.3.1 又は 13.3.2 の試験により適宜判定する。 

13.3.1   導電部を所定の位置に保持する絶縁物は以下の試験に耐えること。 

試験する部品は IEC 60695-2-2 のニードルフレーム試験を行う。試験炎を試料の

最も高い温度となる部分に 10 秒間当てる。なお、必要なら第 12 章による温度試験

中に最高温度部を測定する。 

試験炎を取り除いた後、燃焼継続時間が 30 秒を超えてはならない。更に試料か
らの燃焼滴下により、試料から（200±５）㎜下に広げた  ISO 4046の 6.86に規定

された包装用薄葉紙又は下方にある部品に着火しないこと。 

この項目は、燃焼滴下に対する効果的な防止策を備えた照明器具の場合には適用

しない。 

13.3.2   充電部を所定の位置に保持する役目をしていないが、電撃に対し保護する役目を

している絶縁物及び安全特別低電圧部を所定の位置に保持している絶縁物は以下

の試験に耐えること。 
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部品は 650℃の赤熱したニッケルクロム線を用いて試験する。試験装置、試験手

順は、IEC 60659-2-1 によること。 
供試品の発煙や赤熱は、赤熱棒を取り除いてから、30秒以内に消えること。燃焼

滴下や溶融滴下により供試品の（200±５）㎜下方に水平に広げた一重の ISO 4046

の 6.86 に規定した包装用薄葉紙に着火しないこと。 

この項は溶融滴下に対する適切なバリアーが器具に設けられている場合及び絶

縁物が磁器の場合は適用されない。 

 
13.4  耐トラッキング性  

普通形照明器具以外の照明器具において、導電部あるいは安全特別低電圧部を所

定位置に保持する絶縁物又は充電部に接触している絶縁物は、もしそれらが塵埃・

水気に対して保護されていないなら、耐トラッキング性材料でできていること。 

13.4.1   適否は下記の試験を、試料の３ヶ所について行い判定する。 

磁器以外の材料については、IEC 60112 に適合する耐トラッキング性試験を下記
の詳細にて行い、適否を判定する。 

－  供試品に最低 15 ㎜×15 ㎜の平滑な表面が無い場合、試験中供試品から滴下

される溶液がこぼれないようにしてこれより小さい平滑面にて試験を行っても

よい。ただし、表面に溶液を残すために人為的方法をとってはならない。試験

が疑わしい場合は、同一工程で製作されかつ要求通りの形状をもつ同一材料の

別の供試品にて試験を行ってもよい。 
－  供試品の厚さが３㎜に満たない場合、２つないし、必要ならばそれ以上の試

験片を積み重ね最低３㎜以上の厚さにしなければならない。 

－  試験は供試品上の３箇所又は３つの供試品にて行う。 

－  電極は白金を、また IEC 60112 の 5.4 項に示される試験溶液Ａを用いる。 

13.4.2   供試品は PTI175の試験電圧にて 50 滴まで破壊することなく耐えること。 

供試品表面の電極間の導電路を 0.5Ａもしくはそれ以上の電流が最低 2 秒間流れ
る場合に過電流継電器が動作するか、または過電流継電器が作動せずに供試品が発

炎した場合、破壊が起こったものとする。 

腐食の測定に関する IEC 60112の 6.4 の注 1 は適用しない。 

表面処理に関する IEC 60112の３の注 2 は適用しない。 

 

 
第 1 4 章 ねじ端子  

 

14.1  総則  

この章は、照明器具に組込む、ねじ式端子の全てのタイプに対する要求事項に対

して規定する。 

ねじ端子の例を図 12 から 16 に示す。 
 

14.2  用語の定義  

14.2.1   ピラー端子 

導体を穴又は空洞に挿入して、ねじ又はねじ軸部の下で挟持する端子。挟持圧力

は、ねじ軸部で直接加えられるか、又はねじ軸部によって加えられる圧力を中間挟

持部材を介して加えられる。 
ピラー端子の例を図 12 に示す。 
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14.2.2   ねじ端子 

導体をねじの頭部で締め付ける端子。締付け圧力は、ねじ頭部で直接加えられる

か、座金、締付け板又は導体の拡がりを防止する案内具のような中間部材を介して

加えられる。 

ねじ端子の例を図 13 に示す。 

14.2.3   スタッド端子 

導体をナット下部で締め付ける端子。締付け圧力は、適当な形のナットによって

直接加えられるか、座金、締付け板又は導体の拡がりを防止する案内具のような中

間部材を介して加えられる。 

スタッド端子の例を図 13 に示す。 

14.2.4   サドル端子 

導体を、２個以上のねじ又はナットによってサドルの下で締め付ける端子。 

サドル端子の例を図 14 示す。 

14.2.5   ラグ端子 
ケーブルラグ又はバーをねじ端子又はナットによって締め付けるようにしたね

じ端子又はスタッド端子。 

ラグ端子の例を図 15 に示す。 

14.2.6   マントル端子 

導体を溝の底に締め付ける端子で、ナットの場合は適当な形状の座金により締め

付ける。袋ナットの場合は中央の栓状部により又はナットから溝内の導体に圧力を

伝えるのに同等の効果を持つ方法によって締め付ける。 

マントル端子の例を図 16 に示す。 

 

14.3  一般的要求事項と基本的原則  

14.3.1   これらの要求事項は、ケーブル及び可とうコードの銅線導体を締付けだけで接続

する通電電流が 63Ａ以下の、ねじ締め式端子に適用する。 
これらの要求事項は、図 12～16 に示すタイプ以外の端子を適用除外するもので

はない。 

14.3.2   端子には種々の設計と形状のものがある：他にもいろいろあるが、次のものはそ

の一部として含まれるものである。導体をねじの頭部で直接又は間接的に締付ける

端子。 

導体をねじの頭部で直接又は間接的に締付ける端子。導体をナットで直接又は間

接的に締付ける端子。ケーブルラグ又はバー専用の端子。 

これらの要求事項の基準となる基本的原則は、14.3.2.1～14.3.2.3 に規定する。 

14.3.2.1   端子は、一本だけの導体の接続を行うのが基本であるが、個々の端子に広範な導

体の締付けをするために、端子設計上の最大断面積より小さくて、同じ公称断面積

を持つ二本の導体を締付けできるようにしてもよい。 

あるタイプの端子、特にピラー端子及びマントル端子は、同一の公称断面積又は

導体構成、あるいは異なった公称断面積又は導体構成の二本以上の導体を接続しな

ければならないときの送り配線用に使用してもよい。このような場合には、この規

格に規定された端子の呼び号数は適用できないことがある。 

14.3.2.2   一般に、端子は導体に特別の準備をしないで、ケーブル又はコードを接続できる

ものである。しかし、ケーブルラグによる接続又はバーへの接続の場合には、準備

をする。 
14.3.2.3   端子の号数による分類は、端子に接続できる導体の公称断面積に基づいて採用さ
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れている。この分類に従って、各端子は IEC 60227 及び 60245 に規定された公称

面積の連続する三種類の大きさの導体のうち、どれか一つを接続することができる。 
注－ 端子の号数は、この項目に該当する端子に対してのみ適用される。 

一か所を除いて、導体の大きさは端子の号数が１号あがるごとの各範囲内で１段

階ずつ大きくなる。 

各端子当たりの公称断面積と各端子に接続できる導体の最大径を表 14.1 に示す。 
導体を適切な機械的及び電気的接続を確保するのに十分な圧力で締付けられる

ならば、端子は規定範囲内の公称値より小さな導体に接続してもよい。 

表 14.1－端子の号数に対する導体の公称断面積 

可とう導体 硬い導体（単線又はより線） 
端子号数 公称断面積 

（㎜2） 
最大の導体の径 
（㎜） 

公称断面積 
（㎜2） 

最大の導体の径 
（㎜） 

  ０* 0.5 0.75 1 1.45 － － － － 
  １** 0.75 1 1.5 1.73 0.75 1 1.5 1.45 
  ２ 1 1.5 2.5 2.21 1 1.5 2.5 2.13 
  ３ 1.5 2.5 4 2.84 1.5 2.5 4 2.72 
  ４*** 2.5 4 6 3.87 2.5 4 6 3.34 
  ５ 2.5 4 6 4.19 4 6 10 4.32 
  ６ 4 6 10 5.31 6 10 16 5.46 
  ７ 6 10 16 6.81 10 16 25 6.83 
 *     硬い導体には不適当。断面積が 0.4ｍ㎡の可とう導体に適す。（5.3.1 参照） 
 **    導体の端末を折り曲げた場合は、断面積が 0.5ｍ㎡の可とう導体ににも使用できる。 
 ***  ある特殊な構造の  6ｍ㎡ の可とう導体には不適当。 

14.3.3   端子の号数を適用する端子は表 14.2 に示す公称断面積の銅製導体の正しい接続

ができること。端子の導体用の空間は、図 12，13，14 又は 16に示す該当する値以
上であること。 

その他の電源コード交換形及び固定配線用の接続端子は、接続できる電線の公称

断面積、直径を製造者が指定し、その電線が正しく接続できなければならない。 

これらの要求事項は、ラグ端子には適用しない。 

表 14.2－最大電流に対する導体の公称断面積 

可とう導体 硬い導体（単線又はより線） 端子を流れる 
最 大 電 流 
（Ａ） 

公称断面積 * 
（㎜2） 端子の号数 公称断面積 * 

（㎜2） 端子の号数 

 2 0.4 0 － －－ 
 6 0.5～1 0 0.75～1.5 1 
10 0.75～1.5 1 1～2.5 2 
16 1～2.5 2 1.5～4 3 
20 1.5～4 3 1.5～4 3 
25 1.5～4 3 2.5～6 4 
32 2.5～6 4又は 5** 4～10 5 
40 4～10 6 6～16 6 
63 6～16 7 10～25 7 

*   この規格の他の要求事項を満足している場合は、IEC 60227 又は 60245 に適合しないケーブル又は可 
とうコードで照明器具の構成部品間を接続するのに使用する端子には適用しない。 

**  ４号端子は、ある特殊な構造の６㎜2可とう導体には不適当である。この場合は、５号端子を使用する  
こと。 

適否は、目視検査、測定及び製造者指定又は表 14.2に規定された最大及び最小断

面積の導体を挿入することにより判定する。 

14.3.4   端子は、導体の接続が確実に行えるものであること。 

適否は、14.4に規定されたすべての試験を実施することにより判定する。 
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14.4  機械的試験  

14.4.1   端子の号数を適用するピラー端子に対しては、導体を奥まで挿入したとき、導体

の端部と締付けねじとの間の距離は、図 12 に示す値以上であること。 

締付けねじと導体端部との間の最小距離については、導体が貫通しないピラー端

子だけに適用する。 

端子の号数を適用するマントル端子に対しては、導体を奥まで挿入したとき、導

体の端部と固定部分との間の距離は、図 16 に示す値以上であること。 
適否は、表 14.2 に示す最大断面積の単線を奥まで挿入して十分締め付けた後、測

定により判定する。 

14.4.2   端子は、締付けねじ又は締付けナットを締め付けているときに、単線、及びより

線の素線のいずれもが滑り出さないように設計又は配置されていること。 

この要求事項は、ラグ端子には適用しない。 

外部配線を永久に接続して単独で使用する定着灯器具において、この要求事項は、

単線又は硬いより線が使用された場合のみ適用する。試験は硬いより線によって行

う。 

適否は、次の試験により判定する。 

号数を適用する端子に表 14.3 に示す構成の導体、その他の端子は指定された電線

の標準構成の導体を取り付ける。 

                                   表 14.3－導体の構成 
素線数と素線の公称径（n×㎜） 

端子の号数 
可とう導体 硬くて曲がらないより導体 

０ 32 × 0.20 ¯  
１ 30 × 0.25 7 × 0.50 
２ 50 × 0.25 7 × 0.67 
３ 56 × 0.30 7 × 0.85 
４ 84 × 0.30 7 × 1.04 
５ 84 × 0.30 7 × 1.35 
６ 80 × 0.40 7 × 1.70 
７ 126 × 0.40 7 × 2.14 
端子に挿入する前に、硬くて曲がらない導体の素線はまっすぐにし、可とう導体

は約 20 ㎜の長さで一回転の一様なねじりになるよう一方向にねじる。 
素線が最もはみ出しやすい位置で、規定された最小距離まで、又は規定のない場

合には端子の挿入側の反対側から導体がちょうど突き出るまで、導体を端子に挿入

する。それから、表 14.4 の該当する欄に示す値の 2/3のトルクで締め付ける。 

可とう導体に対しては、前とは反対方向にねじった新しい導体で試験を繰り返す。 

試験後、締付け部と保持部の間の隙間から素線がはみ出さないこと。 

14.4.3   端子の号数を適用する５号以下の端子は、特別の準備をしなくても導体の接続が
できること。 

適否は、目視検査により判定する。 
注－ 「特別の準備」とは、導体素線のはんだ上げ、ケーブルラグの使用、環を作ることなどを含む。

しかし、端子に導体を挿入するために導体を整形することや端子をまとめるためにより線導体を
ねじることは含まない。 
 はんだを加えないで可とう導体の錫メッキ素線を加熱によってひとまとめにすることは、「特
別の準備」とはみなさない。 

14.4.4   端子は十分な機械的強度を持っていること。 
導体を締め付けるねじ及びナットは、ISOメートルねじであること。外部配線用

の端子は、他の構成部品の固定に用いないこと。しかし、外部配線接続時に内部配
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線が外れないようになっている場合は、外部配線用端子に内部配線を締め付けても

よい。 
ねじは、亜鉛やアルミニウムのように柔らかく、時がたって変形しやすい金属で

ないこと。 

適否は、目視検査と 14.3.3，14.4.6，14.4.7 及び 14.4.8の試験により判定する。 

14.4.5   端子は、耐食性を有すること。 

適否は、第４章に規定された腐食試験により判定する。 

14.4.6   端子は、照明器具、端子台又はその他の所定位置に固定されていること。締付け
ねじ又はナットを締めたり緩めるとき、端子が動いたり内部配線に力が加わらない

こと。また、沿面距離と空間距離が第 11 章に規定された値以下にならないこと。 

この要求事項は、端子が回転又は移動しないように設計することを意味するもの

ではないが、本規格への適合を確実にするようにいかなる動きも十分制限すること。 

通常の使用状態で封止用コンパウンド又は樹脂に力が加わらず、また、第 12 章

に規定された最も厳しい条件の下での端子の温度によって封止用コンパウンド又

は樹脂の効果が低下しないならば封止用コンパウンド又は樹脂で覆うことは緩み

を防止するのに十分である。 

適否は、目視検査、測定及び次に示す試験により判定する。 

製造者指定又は、表 14.2 に示す最大断面積の硬くて曲がらない銅製の導体を端子

に取り付ける。ねじ及びナットを、試験用ねじ回し又はレンチで締め付け、緩める

操作を５回行う。締め付けるときは、表 14.4 の該当欄に示す値又は図 12，13，14，
15 又は 16 の該当欄に示す値のいずれか大きい方の値に等しいトルクを加える。 

表 14.4－ねじ及びナットに加えるトルク 
トルク（Nm） 公称ねじ径 

（㎜） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
2.8 以下 0.2 － 0.4 0.4 － 

2.8 超え 3.0 以下 0.25 － 0.5 0.5 － 
3.0 超え 3.2 以下 0.3 － 0.6 0.6 － 
3.2 超え 3.6 以下 0.4 － 0.8 0.8 － 
3.6 超え 4.1 以下 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 
4.1 超え 4.7 以下 0.8 1.2 1.8 1.8 1.8 
4.7 超え 5.3 以下 0.8 1.4 2.0 2.0 2.0 
5.3 超え 6.0 以下 － 1.8 2.5 3.0 3.0 
6.0 超え 8.0 以下 － 2.5 3.5 6.0 4.0 
8.0 超え 10.0 以下 － 3.5 4.0 10.0 6.0 
10.0 超え 12.0 以下 － 4.0 － － 8.0 
12.0 超え 15.0 以下 － 5.0 － － 10.0 

導体は、ねじ又はナットを緩めるごとに取り外す。 
Ⅰの欄は、締め付けたとき穴からねじが突き出さない頭のないねじ及びねじ径よ

り幅の広い刃のねじ回しでは締め付けることのできないねじに適用する。 

Ⅱの欄は、ねじ回しで締め付ける袋ナット付きマントル端子のナットに適用する。 

Ⅲの欄は、ねじ回しで締め付ける、その他のねじに適用する。 

Ⅳの欄は、ねじ回し以外で締め付けるねじ及びマントル端子以外のナットに適用

する。 
Ⅴの欄は、ねじ回し以外のもので締め付けるマントル端子のナットに適用する。 

ねじ回しで締め付けられる六角頭を持ったねじで、Ⅲ欄とⅣ欄の値が異なる場合

は、２回試験を行う。１回目はⅣ欄に示すトルクを六角頭に加え、それから他の別

試料にねじ回しでⅢ欄に示すトルクを加える。もしⅢ欄とⅣ欄の値が同一の場合は、
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ねじ回しによる試験で行う。 

試験の間に、端子に緩みを生じることなく、端子の接続使用を阻害するねじの破

損、頭部の溝、ねじ山、座金又は押さえ金具（スターラップ）の損傷がないこと。 
注－  マントル端子の場合、ねじの呼び径の区別だては、溝付きスタッドの呼び径による。試験用ね
じ回しの刃の形状は、試料ねじの頭部に適合するものであること。ねじ又はナットは急激に締め
付けないこと。 

14.4.7   端子は、導体を金属面の間に確実に締付けできるものであること。 

ラグ端子については、ばね座金又はこれと同等の効果を持つ緩止め方法を設け、

締付け部の表面は平滑であること。 

マントル端子については、確実な接続ができるように導体空間の底部は少し丸め

られていること。 

適否は、目視検査及び次の試験により判定する。 

端子に、製造者指定又は表 14.2 に示す最小及び最大断面積の硬くて曲がらない導

体を挿入し、表 14.4 の該当欄に示された値の 2/3 に等しいトルクで端子ねじを締め
付ける。 

ねじが溝付き六角頭の場合は、表 14.4 のⅢ欄に示された値の 2/3 に等しいトルク

で締め付ける。 

それから、表 14.5に示された引張力を導体１本毎に軸方向に１分間徐々に加える。 

表 14.5－導体に加える引張力 

端子の号数 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

引張力（Ｎ） 30 40 50 50 60 80 90 100 

表－14.100 

適合電線 
の断面積 

1.0 ㎜ 2 

以下 

1.0 ㎜ 2 

を超え
1.5 ㎜ 2

以下 

1.5 ㎜ 2 

を超え
2.5 ㎜ 2

以下 

2.5 ㎜ 2 

を超え
４㎜ 2

以下 

４㎜ 2 

を超え
６㎜ 2

以下 

６㎜ 2 

を超え
10 ㎜ 2

以下 

10 ㎜ 2 

を超え
16 ㎜ 2

以下 

16 ㎜ 2 

を超え
25 ㎜ 2

以下 

引張荷重 
Ｎ 35 40 50 60 80 90 100 135 

試験中に、端子の中で導体が著しく動くことのないこと。 

14.4.8   端子は、導体に著しい損傷を与えることなく導体を締め付けることができるもの

であること。 

適否は、端子に製造者指定又は表 14.2 に示す最小及び最大断面積の導体を一回締

め付けて緩めた後、導体の目視検査により判定する。なお、導体の締付けトルクは、

表 14.4 に示す値の 2/3 の値とする。 
ねじが溝付き六角頭の場合は、表 14.4 のⅣ欄に示す値の 2/3 に等しいトルクを加

える。 
注－  導体に深い切り込みや鋭いへこみが認められる場合は、導体が著しく損傷されているものとみ
なす。 

 

 

第 1 5 章 ねじなし端子と電気接続  

 
15.1  総則  

この章は、照明器具の内部配線、外部配線との接続に用いられる 2.5 ㎜２以下の単

線又は撚線の銅の導体に対するねじを使わない全ての端子と電気接続について、寸

法以外の要求事項について規定する。 



J60598-1 

- 75 - 

ねじなし端子及び電気接続の例を図 17，18 及び 19 に示す。 

 

15.2  定義  

15.2.1   ねじ無し端子 

ねじ以外の機械的手段により電気回路の接続を行う部品。 

15.2.2   解除の出来ない接続 

同じ導体について一度だけ接続するよう設計された接続。（例えばワイヤー巻付

とか圧着接続）  
15.2.3   解除の出来る接続 

端末処理導体あるいは導体を数回にわたり、接続したり接続を外したり出来る接

続。（例えば、丸形又は平形差込み片と受金、又はある種のばね式の端子） 

15.2.4   端末処理導体 

通常解放出来ない接続により補助部品を取付けられた導体。 

15.2.5   未処理導体 
特別な準備がされていないか、あるいは補助部品のついていない導体。しかし、

絶縁被覆をはがし導体を露出させてもよい。 
注－  「特別な準備」とはケーブル・ラグや平形差し込み片と受金の使用、端末環の作成、撚り線の
はんだあげ等全てを含む。しかし、端子に導入するために導線の形を整えさせたり、端末をまと
めるために撚り線をねじることは除く。 
 はんだなしですずメッキ撚り線を熱処理して結合することは「特別な準備」とはいわない。 

15.2.6   試験電流 

製造者により端子、接続に対して指定される電流。しかし、端子が構成部品の一

部である場合は構成部品の定格電流でなくてはならない。 

 
15.3  一般的要求事項  

15.3.1   電流を流すための端子や接続の部分は、次の材料のいずれかでならなければなら

ない。 

－ 銅。 

－ 冷間使用の部品については少なくとも 58％の銅を含む合金、その他の部品に

ついては少なくとも 50％の銅を含む合金。 
－ 耐食性が銅と同等以上で、又同等以上の機械的特性を有しているその他の金

属。 

15.3.2   端子及び接続は導体に著しい損傷を与えることなく、十分な圧力で導線を締付け

ること。 

導体は金属表面間に締付けられること。しかし定格電流２Ａ以下の回路で、15.3.5

の要求事項に適合する場合は一方のみ非金属面であってもよい。 
絶縁物を貫通する端子は、安全特別低電圧回路器具かその他の器具の永久に再配

線できない端子として使用される場合にのみ許される。 
注－  深い又は鋭いぎざぎざの傷が認められる場合は、導体は著しく損傷されたとみなす。 

15.3.3   導体が端子に十分に挿入されたときに、導体の先端はストッパーにより差し込み
過ぎとならないような端子構造であること。 

15.3.4   端末処理導体用以外の端子は「未処理導体」を接続できること。（15.2.5 参照） 

15.3.2，15.3.3 及び 15.3.4 の要求事項に対する適否判定は、適切な導体を取り付

けて、15.6.2 又は 15.9.2 の加熱試験後、端子あるいは接続を目視検査することによ

って行う。 

15.3.5   電気的接続は良好な導電性を得るのに不可欠な圧力が絶縁物を介して加わるこ
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とがないように設計されなければならない。磁器、純マイカ（雲母）、又は同等以

上の特性をもつ絶縁材料は介在させてもよい。なお、絶縁材料のどのような収縮も

金属部品の十分な弾性で補償できるものはこの限りではない。（図 17、図 18 参照） 

15.3.6   ばね式の解除のできるねじ無し端子は、導体の接続の方法と導体の接続解除の方

法が明瞭であること。 

導体の解除はそれを引張る方法ではなく、手か簡単な補助具、一般的な工具によ

って解除出来る構造であること。 

15.3.7   ばねによる締付けで数本の導体を接続する端子は、各導線が独立して締付けられ
ること。 

解放出来る端子は、導体を一括して、あるいは個々に取りはずしできること。 

15.3.8   端子は適当な方法で器具、端子ブロックに固定されるか、所定の位置に別な方法

で固定されること。またこれらの固定は導体を挿入したり、引抜くときにゆるんで

はいけない。 

適否は検査によって行うが、もし疑わしい場合は、15.5、又は 15.8による機械的
強度試験により判定する。試験中端子がゆるんだり、また再使用できないような損

傷があってはならない。 

上記の事項は器具に組込まれた端子だけではなく、器具とは別置される端子につ

いても適用する。適当な方法でロックせず、封止用コンパウンドで単におおっただ

けでは不十分と見なす。通常の使用でねじりを受けない端子は、自己硬化樹脂でロ

ックしてもよい。 
15.3.9   端子、接続器は通常使用でおこる機械的、電気的、熱的応力に耐えること。 

適否は、該当する 15.5， 15.6，15.8，或は 15.9 の試験により判定する。 

15.3.10  製造者は端子の適用導体径又はタイプ、例えば単線用とか撚り線用とかのサイズ

を明示すること。 

 

15.4  試験に対する一般的指示  

15.4.1   試料の準備 

第９章の「塵埃、水気の侵入に対する試験」が必要な場合には、照明器具に組み

込まれる前に端子、接続器の試験を行うこと。 

15.4.2   試験用導体 

試験には、製造者指定のタイプ・及び寸法の銅の導体を使用すること。導体の寸

法の範囲がある場合は、最小と最大のものを用いて試験を行うこと。 
15.4.3   多導体接続用端子 

数本の導体を同時に接続できるねじなし端子は、製造者によって準備されたデー

タに示された導体数により試験を行う。 

15.4.4   多極端子 

例えば、安定器の端子ブロックのような１グループの端子の中の各端子又は一つ

の型式の端子は、各々を別々の供試品として扱ってもよい。 
15.4.5   試料数 

15.5 から 15.8 に記載されている試験は、４個の端子（又は接続器）に対して実

施する。そして少なくとも３個は規定に合格すること。もし１個が不合格の場合は、

更に４個の端子を試験し全てが合格すること。 

15.9 に記載されている試験は 10 個の端子に対して実施する。 
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内部配線用端子と接続  
 

15.5  機械的強度試験  

端子及び接続は十分な機械的強度を有していること。 

適否は、15.5.1 及び 15.5.2 の試験によって判定する。 

15.5.1   解除可能接続器 

端子（又は接続器）の機械的強度は、４個を１組の端子としてチェックする。も

し照明器具に組み込まれている全ての端子の仕様が同じでないならば、各仕様毎に

４個を１組の端子として試験する。 

この試験は使用者が使用に先立ち照明器具を組み立てる場合に使用する端子又

は接続にのみ適用する。 

15.5.1.1   ばね式端子（図 18 参照）については、製造者指定の寸法の単銅線を用いて試験

を行う。指定寸法に範囲がある場合は最大、最小寸法のものにより試験を行うこと。 

４個のうち２個については最小断面積の導体を用い、残り２個については最大断

面積の導体を用いて試験を行う。各端子に対して５回の挿入、解除操作を行う。 

最初４回の接続操作は、各操作のたびに新しい導体を使い、５回目の接続は４回

目に使用した導体を使用し、同じ場所に締付ける。接続の際は導体が止まるまで十

分に端子に差し込むこと。 

撚線用端子の場合、硬質の撚線により更に試験を行う。しかしもし導体の寸法に

範囲が指定されている場合は、最小と最大断面積のものを用いて試験を行うこと。

各導体は単線による試験に使用したものに相当する端子について１回の接続、解放

だけ試験に使われる。 

最終接続後、各導体に対して４Ｎの引張り試験を行う。 

15.5.1.2   ピン形又は平形差し込み形の接続には、４Ｎの引張り試験を行う。 

引張り力は、導体又は端末処理導体の挿入に加えられる方向と、反対の方向に穏

やかに、１分間加える。 
試験中、導体や端末処理導体は端子から動いてはならない。又端子及び導体ある

いは端末処理導体とも再使用を損なうような損傷があってはならない。 

導体や端末処理導体に対する挿入のための最大力は、50Ｎを超えてはならない。

そしてピン形や平形差込片と受け金方式の接続の場合は、接続を外すための力が 50

Ｎを超えてはならない。 

15.5.2   解除できない接続器 
導体の差込みの場合と反対の方向に１分間 20Ｎの張力を加えても接続は完全に

機能をはたしていること。 

力を正確に加えるため、場合によってはある特殊な工具を使用してもよい。

（例：ワイヤ－巻き付け端子の場合） 

多導体用端子は、各端子に順次上記の力を加えて試験する。 

 
15.6  電気的試験  

端子及び接続は十分な電気的性能を有していること。 

適否は、15.6.1 及び 15.6.2 の試験によって判定する。 

15.6.1   接触抵抗試験 

端子（又は接続器）の電気的性能は、４個を１組として試験を行う。もし照明器

具に組み込まれた全ての端子が同一仕様でない場合は、各仕様毎に４個を１組とし

て試験を行う。 
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15.6.1.1   ばね式端子に対しては、15.6.1.3 による試験を４本の非絶縁単銅線を用いて行う。 

もし適合電線の寸法などの範囲が指定されている場合は、２個の端子には最小断

面積、残りの２個については最大断面積の導体を用いて試験する。 

15.6.1.2   ピン形又は平形差込片と受金方式の端子の場合、15.6.1.3による試験を端末処理

導体について行う。 

15.6.1.3   導体を接続された各端子には試験電流（直流又は交流）を流し、１時間後に、試

験電流を通電したままでの電圧降下を測定する。測定点は可能な限り電圧降下を測

るべき接触点の近くとする。電圧降下は 15mV をこえてはならない。 
各々の接続や接触の電圧降下は別々に分けて扱う。例えばレセプタクルと導体の

接続はピン形差込片と受金の接続とは別ものとして扱う。 

２つの接続が分離出来ない場合、電圧降下は１組として測定し、本項の値の２倍

の電圧値を超えてはならない。 

15.6.2   加熱試験 

15.6.2.1   次に、定格電流６Ａ以下の端子（又は接続器）は、通電しないで 25 サイクルの
エージング試験を行う。（Ｔ±５）℃あるいは（100±５）℃のいずれか高い温度で

30 分間、次に 15～30℃に冷却を１サイクルとする。定格電流が６Ａを超える端子

（又は接続器）は、通電しないで 100 サイクルのエージング試験を行う。 
注－  温度Ｔは、ソケットのようなＴマーク付き部品に表示された最高定格温度である。 

15.6.2.2   次のように、各端子の電圧降下を再度測定する。 

 ａ）定格電流６Ａ以下の端子については 10サイクル後と 25 サイクル後 

 ｂ）定格電流が６Ａを超える端子については 50 サイクル後と 100サイクル後 

ａ）、ｂ）の条件下で測定した電圧降下が全ての端子につき 15.6.1にて測定した

同一端子の電圧降下の値の 50％増を超えていないか、又は電圧降下の増加が２ｍＶ

未満の場合は、それらの端子は要求事項に適合する。 
もし１つの端子でも 22.5mV をこえるとそれらの端子は不適合である。 

１つの端子のａ）又はｂ）での電圧降下が 15.6.1 での同一端子の測定値の 50％

超の増加で、その増加分が２mV 以上であり、かつ 22.5mV を超えていない場合に

は、新たに４個の端子について通電しないでその定格電流によって、25 サイクル又

は 100 サイクルのエージング試験を行う。 

10 サイクル後と 25 サイクル後、又は 50 サイクル後と 100サイクル後（定格電
流によって何れか）に電圧降下を測定する。この時１個の端子も電圧降下が 22.5ｍ

Ｖを超えてはならない。 

２個の接続が分離できない場合、全電圧降下は１組として測定し、この項の２倍

の電圧値を超えてはならない。 

15.6.2.3   もし端子が絶縁材料の表面に導体を締付けるように設計されている場合は、これ

らの温度テスト中にこの表面が変形してはならない。 
適否は目視検査にて判定する。 

 
 

外部配線用端子と接続  
 
15.7  導体  

ばね式端子は、製造者指定又は表 15.1 に示す公称断面積の硬質導体、単線及び撚

り線の接続ができること。 
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表 15.1－導体定格 
端子の最大定格電流 
（Ａ） 

導体公称断面積 
（㎜２） 

6 
10 
16 

0.5 ～ 1  
＞1    ～ 1.5 
＞1.5 ～ 2.5 

注－  通常、端子はサイズ名で示す。例えば、サイズ０は６Ａ定格である。もし、構成部品の定格が
端子の容量より小さい場合は構成部品の定格を用いる。 

適否は、目視検査、測定及び製造者指定又は最小・最大公称断面積の導体を取付

けることにより判定する。 
 

15.8  機械的強度試験  

端子及び接続は十分な機械的強度を有すること。 

適否は 15.8.1 及び 15.8.2 の試験により判定する。試験は１端子あたり４個のサ

ンプルについて行う。 

15.8.1   ばね式端子については、15.7 の規定の最大断面積と最小断面積の単銅線について
試験を行う。各端子についてこれらの銅線を最大径の次に最小径と交互に各５回の

接続、取りはずし操作を行う。照明器具に組込まれた端子が全て同一仕様でない場

合は、各仕様の端子につき試験を行う。 

最初の４回の接続は、その都度新しい導体を使用する。５回目の接続は、４回目

に使用した導体を使用し同一場所に締付ける。各接続の際は、ストッパーで止まる

まで十分に銅線を差し込むこと。 
もし端子が撚線にも適合することが製造者により明示されている場合は（15.3.10

参照）２本の硬質の銅撚線にて追加試験を行う。１本は、15.7に示す最大公称断面

積の導線で、１本は最小公称断面積のものとする。これらの導線を用い１回だけの

接続、取りはずし操作を行う。 

最後に接続した後、各導線は表 15.2 による引張り試験を行う。 

15.8.2   ピン形又は平形差込片と受金による方式の接続にも、表 15.2 による引張り試験を
行う。 

表 15.2－導体引張り力 
      引張り力（Ｎ） 

最大定格電流 
（Ａ）   バネ式 

 ピン形、平形差込片 
 又はレセプタクル方式 

6 
10 
16 

20 
30 
30 

8 
15 
15 

注－  構成部品の定格が端子の容量以下の場合は構成部品の定格を用いる。 

引張り力は、導体又は端末処理導体の挿入に用いられるのと反対の方向に１分間

穏やかに加える。 

試験中、導線や端末処理導体は端子からぬけ出してはならない。また、端子導体

又は端末処理導体とも再使用に供し得ないような損傷があってはならない。 
 
15.9  電気的試験  

端子及び接続は十分な電気的性能を有すること。 

適否は、15.9.1 及び 15.9.2 の試験により判定する。 

15.9.1   接触抵抗試験 

端子（又は接続器）の電気的性能は、10 個１組として試験する。もし、照明器具

に組み込まれた全ての端子が同一仕様でない場合には、各仕様毎に 10 個１組とし
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て試験する。 

15.9.1.1   ばね式端子については､15.9.1.3 による試験を 10 本の裸の単銅線により行う｡ 
15.7 に規定した最大公称断面積の５本の導体を正規の状態で各端子毎に接続す

る｡ 

15.7 の最小公称断面積の導体５本を残りの端子に接続する｡ 

15.9.1.2   ピン形又は平形差込片と受金方式については､15.9.1.3 によるﾃｽﾄを端末処理導体

を用いて行う｡ 

15.9.1.3   導体を端子に接続し試験電流（直流又は交流）を流し､1 時間後に試験電流通電状
態における電圧降下を測定する｡測定点は可能な限り接触点に近い所とする｡ 

電圧降下値は 15mV を超えてはならない。 

２個の接続が分離できない場合は、全電圧降下を測定する。全電圧降下値はこの

項の２倍を超えてはならない。 

15.9.2   加熱試験 

端子（又は接続器）の温度性能は、15.9.1 の試験に供した試料で行う。 
15.9.2.1   周囲温度にまで冷却した後、各導体は 15.7 に示す最大断面積の新しい裸単銅線に

置きかえ、各々の端末処理導体は新しい適切な端末処理導体に置きかえ、その端子

又は、その接続の適切な部分に５回の接続、取りはずし動作を行う。 

それから、導体は新しい裸導体に取りかえておく。 

15.9.2.2   導体を接続した端子に､電圧降下測定に十分な時間､テスト電流（交流又は直流）

を通電する｡本項の測定及び 15.9.2.4 の測定の結果は､15.9.1の要求事項を満足する
こと｡ 

15.9.2.3   次に、定格電流６Ａ以下の端子（又は接続器）は、通電しないで 25 サイクルの

エージング試験を行う。（Ｔ±５）℃あるいは（100±５）℃のいずれか高い温度で

30 分間、次に 15～30℃に冷却を１サイクルとする。定格電流が６Ａを超える端子

（又は接続器）は、通電しないで 100 サイクルのエージング試験を行う。 
注－  温度Ｔは、ソケットのようなＴマーク付き部品に表示された最高定格温度である。 

15.9.2.4   次のように、各端子の電圧降下を再度測定する： 

ａ）定格電流６Ａ以下の端子については 10 サイクル後と 25 サイクル後； 

ｂ）定格電流が６Ａを超える端子については 50 サイクル後と 100サイクル後 

ａ）、ｂ）の条件下で測定した電圧降下が全ての端子につき 15.9.2.2 にて測定し
た同一端子の電圧降下の値の 50％増を超えていないか、又は電圧降下の増加が２

mV 未満の場合は、それらの端子は要求事項に適合する。 

１個の端子でも 22.5mV を超えると、全ての端子は不合格とする。 

１つの端子のａ）又はｂ）での電圧降下値が 15.9.2.2 での同一端子測定値の 50％

超の増加で、その増加分が２mV 以上であり、かつ 22.5mV を超えていない場合に

は、新たに 10 個の端子ついて、通電しないでその定格電流によって 25 サイクル又
は 100 サイクルのエージング試験を行う。 

10 サイクル後と 25 サイクル後、又は 50 サイクル後と 100サイクル後（定格電

流によって何れか）に電圧降下を測定する。この時１個の端子も電圧降下が 22.5mV

を超えてはならない。 

２個の接続が分離できない場合、全電圧降下は１組として測定し、この項の２倍

の電圧値を超えてはならない。 
15.9.2.5   端子が絶縁材の表面に導体を締め付けるように設計されている場合は、温度試験

期間中、この絶縁材表面が変形してはならない。 

適否は目視検査にて判定する。 
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電流 ······························································································  Ａ 
周波数（ヘルツ）·······································································  Hz 

電圧 ······························································································  Ｖ 

電力 ······························································································  Ｗ 

交流電源  ·····················································································  （417-5032a） 

直流電源   ···················································································  （417-5031a） 

直流及び交流電源 ·····································································   （417-5033） 
 

クラスⅡ ·····················································································   

 

クラスⅢ ····················································································· Ⅲ 

 

定格最高周囲温度 ·····································································  ta…℃  
 

クールビームランプ使用に対する注意 ·······························       

 

照射面までの許容最小距離（ｍ） ·······································      m     

 

可燃材料表面に直接取付けが可能な器具 ··························  Ｆ 
 

可燃材料表面に直接取付けが不可能な器具 

（不燃材料表面にのみ取り付け可能） ·······························  Ｆ 

 

可燃材料表面に直付け又は埋め込みで 

取り付ける照明器具で、その器具が 
断熱材で覆われる可能性があるもの ···································  Ｆ 
 
 
注－ IPナンバーに相当するシンボルの表示は、随時でよい。 

 

図１ シンボル  
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普通形 ································································· IP20 シンボル無し 

防滴形 ································································· IPX1 （水滴１個） 
 

防雨形 ································································· IPX3 （四角内に水滴１個） 

 

防沫形 ································································· IPX4 （三角内に水滴１個） 

 

防噴流形  ···························································· IPX5 （三角内に水滴１個

を２個） 

耐防水形（防浸形） ······································· IPX7 （水滴２個） 

 

耐防水圧形（水中形） ··································· IPX8 －－ m（水滴２個に水没

深さを並記） 

2.5 ㎜以上の固形物に対する保護 ················ IP3X シンボル無し 
１㎜以上の固形物に対する保護 ·················· IP4X シンボル無し 

 

塵埃保護  ···························································· IP5X    （枠無しの網） 

 

耐塵 ····································································· IP6X    （枠付きの網） 

 
器具内部に引き込み接続する電線又は 

電源電線の耐熱性に関する要求温度 ··········    （芯線の本数は任

意である） 

ボールミラー電球用に設計した 

照明器具 ······························································   

 
 

ラフ・サービス照明器具 ·······························  

 

別置イグナイタを使用する 

高圧ナトリウムランプ用照明器具 ··············  Ｅ 

 
始動装置内蔵の高圧ナトリウム 

ランプ用照明器具 ············································  Ｉ 

 

破損した保護シールド ···································             （四角形） 

  

                     又は 
 

                                （円形） 

  

全てのシンボルは IEC 60416の比例に関する要求に基づいていなければならな

い。 

 
図１（続き） 
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 幅 10mm／ケーブル１本当たり 
                            照明器具の口出線 

 

 

 

 

 
            電源ケーブル（入力側） 

 

 

単位：㎜ 

 

図２－口出し線を有する照明器具の取付け試験用端子台の配置 
 

 

 

図３－本図は原版から削除された 

 

 
 

   可燃性材料                          可燃性材料 

 

                           遮熱板 

 

 
                 安定器 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  最小 30mm                       最小 3mm 

 
 

 

 

 

図４－ 4.15の要求事項に関する説明図
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図５－本図は原版から削除された 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

         ガラス窓 

 

 
 

                 被試験 

                 機 器 

 

 

 
 

 

               タルカムパウダー 

 

             網           バイブレーター 

 
 

 

 

                      循環ポンプ 

 

 
 

 

図６－防塵試験装置 
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                最小内径 15mm 

 

      照明器具 

 

                      水の供給口 

 ターンテーブル 
 

 

 

 

 

 
 

     0.4ö の穴 

 

 

 照明器具の保護 

 防雨 防沫 

揺 動 幅          ±60° ±180° 

穴の開いている範囲 ±60° ±90° 

 

 

図７－防雨・防沫試験装置 
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ノズルの詳細 

 

 

                            圧力ゲージ 
 

    ノズル 

 

                            ホース 

 

 
 

 

 

 

単位：㎜ 

 

図８－散水試験用ノズル  
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  取付面の温度（℃） 

 

 

  巻線温度（℃） 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
（１） 巻線が故障した場合の取付面温度の限界値 
（２） 定格電圧の1.1倍で異常動作させたときの取付面温度の限界値（12.6.1 a）を参照） 
（３） 定格電圧の1.1倍電圧での測定点（12.6.1 b）を参照） 
（６） １つの測定点と25�の点を結ぶ直線を引き、その外挿線と350�の巻線温度との交点が取付面温
度180℃未満であるので、適合した照明器具であることを示す。 

（７） ２つの測定点を通る点線を引き、その外挿線が350℃の巻線温度に達する前に取付面温度180℃
を超えているとき、その照明器具は試験に不合格となる。 

（８） 巻線が故障した場合の推測巻線温度最大値 
 
 

図９－巻線温度と取付面温度との関係 
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            球面状             試料 

 

 

図 10－ボールプレッシャー装置 

 
 

 

 

 

 

                      電極 
 

                      試料 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      わずかに丸めた刃先 

 
 

 

                                    単位：mm 

 

図 11－トラッキング試験の電極の寸法と配置 
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締め付け板のない端子           締め付け板のある端子 

 

Ｄ＝導体用空間           Ｇ＝奥までいっぱいに挿入したときの導体

の端末と締め付けねじとの間の距離 
 

 
注－  スターラップを備えた端子のような場合、ねじ穴のある端子部分と導体がねじで締め付けられ
る端子部分とは二つに分かれていてもよい。 

  規定された最小径Ｄに等しい円が内接する場合は、導体用空間の形状は図示されたものと違っ
てよい。 

 

回転力 
 
（Nm） 

奥までいっぱい
に挿入したとき

の導体端末と締
め付けねじとの

間の最小距離 
Ｇ Ⅰ１） Ⅲ１） Ⅳ１） 

端子 
 
号数 

導体用 
空間の

最小径 
Ｄ 
 
（㎜） ねじ 

１個 
ねじ 
２個 

ねじ 
１個 

ねじ 
２個 

ねじ 
１個 

ねじ 
２個 

ねじ 
１個 

ねじ 
２個 

1 2.5 1.5 1.5 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 
2 3.0 1.5 1.5 0.25 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 
3 3.6 1.8 1.5 0.4 0.2 0.8 0.4 0.8 0.4 
4 4.0 1.8 1.5 0.4  0.25 0.8 0.5 0.8 0.5 
5 4.5 2.0 1.5 0.7  0.25 1.2 0.5 1.2 0.5 
6 5.5 2.5 2.0 0.8 0.7 2.0 1.2 2.0 1.2 
7 7.0 3.0 2.0 1.2 0.7 2.5 1.2 3.0 1.2 
１）  ここに規定された値は、表 14.4 の対応する欄と同じねじに適用する。  

 

 
図 12－ピラー端子 
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座金又は締め付け板を   座金又は締め付け板を 

必要としないねじ    必要とするねじ 
 

 

 

 

 

 
            随意選択              随意選択  

 

 

 

 

 
            随意選択              随意選択  

 

 

 

 

 
ねじ端子  

 

 

 

            随意選択              随意選択  

 
 

 

 

 

スタッド端子  

 
Ａ＝固定部  

Ｂ＝座金又は締め付け板  

Ｃ＝拡がり防止具（案内具）  

Ｄ＝導体用空間  

Ｅ＝植え込みねじ（スタッド）  
 
注－  導体を締め付けるのに必要な圧力が絶縁材料を介して伝えられないのであれば、導体を所定の
位置に保持する部分は絶縁材料でできていてもよい。 

 

 

図 13（パート１）－ねじ端子及びスタッド端子  
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回転力（Nm）  

Ⅲ １ ）  Ⅳ １ ）  
端子
の  
号数  

導体用空間
の最小径Ｄ  

 
（㎜）  ねじ１個  ねじ２個  

ねじ又は  
スタッド１個  

ねじ又は  
スタッド１個  

0 1.4 0.4 －  0.4 －  
1 1.7 0.5 －  0.5 －  
2 2.0 0.8 －  0.8 －  
3 2.7 1.2 0.5 1.2 0.5 
4 3.6 2.0 1.2 2.0 1.2 
5 4.3 2.0 1.2 2.0 1.2 
6 5.5 2.0 1.2 2.0 1.2 
7 7.0 2.5 2.0 3.0 2.0 

1 ） こ こ に 規 定 さ れ た 値 は 、 表 1 4 . 4 の 対 応 す る 欄 と 同 じ ね じ 又 は ス タ ッ ド に 適 用 す  
 る 。  

 

 

図 13（パート２）－ねじ端子とスタッド端子  
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Ａ＝サドル  

Ｂ＝固定部  
Ｃ＝スタッド  

Ｄ＝導体用空間  

 

 
 
注－  規定された最小径Ｄに等しい円が内接する場合は、導体用空間の断面形状は図示されたものと
違ってよい。 

  サドルを裏返すことによって、導体の断面積の大小に対応できるようにサドルの上面と下面の
形状が違ってもよい。 

  端子は２個以上のねじ又はスタッドを持っていてもよい。 

 

 

端子の号数  
導体用空間

の最小径Ｄ  
（㎜）  

回転力  
（Nm）  

3 3.0 0.5 
4 4.0 0.8 
5 4.5 1.2 
6 5.5 1.2 
7 7.0 2.0 

 

 

図 14－サドル端子  
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注－ あるタイプの装置には、規定されたものより小さい寸法のラグ端子の使用が許される。 

 

 
回転力 
（Nm） 

端子の
号数 
穴の周縁と締め付け面
の側面との最小距離 
Ｇ（㎜） Ⅲ１） Ⅳ１） 

6 7.5 2.0 2.0 
7 9.0 2.5 3.0 

１）ここに規定された値は、表 14.4 の対応する欄と同じスタッド
に適用する。  

 
 

図 15－ラグ端子 

 

Ａ＝緩み止め  

Ｂ＝ケーブルラグ又はバー  

Ｅ＝固定部  

Ｆ＝スタッド 

Ｇ＝穴の周縁と締め付け面の 

  側面との距離 
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Ａ＝固定部 

  Ｄ＝導体用空間 
 

 

端子の号数 
導体用空間の

最小径Ｄ１） 
（㎜） 

導体を奥までいっぱいに挿入

した時の導体の端末と固定部
との間の最小距離 
（㎜） 

0 1.4 1.5 
1 1.7 1.5 
2 2.0 1.5 
3 2.7 1.8 
4 3.6 1.8 
5 4.3 2.0 
6 5.5 2.5 
7 7.0 3.0 

１）
加えられる回転力は、対応する表 14.4 の�又は�の欄に規定された
値とする。 

 
 

図 16－マントル端子 
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許 容 

 
 溶接付又は半田付 

 

 

 

 

 
 

不 可 

 

 

 

 
 

 

 

図 17－電気的接続の構造 

 

許 容  

 

 

 

ａ 型  

 

 

 

正面図        側面図          ｂ 型  

不 可  

 

 

 正面図        側面図  

 

 

図 18－ばね式のねじ無し端子例 
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  レセプタクル（平形用）  

 

 

     平形差込み片  

 

 

 

レセプタクル（丸形用）  

 

 

 

  丸形差込み片  

 

      圧着コネクター  

 

 

 

 

 

 

ワイヤー巻付け端子／コネクター  

 

 

 

 
 

 

図 19－ねじ無し端子の追加例 
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照明器具Ａ    照明器具Ｂ 

 
    端子                    端子 

 

 

 

 

 
引き込まれる電源電線                     引き出される電源電線 

 

図 20A－“送り配線”の説明 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

１＝端子  ５＝ランプ 
２＝電源  ６＝照明器具Ａ 
３＝安定器 ７＝照明器具Ｂ 
４＝スタータ 

 

図 20B－照明器具で終わる“貫通電線” という用語の図解 
（L1，L2 及び L3 と中性線の間を順番に接続する照明器具の
３相貫通線にも利用できる） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

１＝端子  ５＝ランプ 
２＝電源  ６＝照明器具Ａ 
３＝安定器 ７＝照明器具Ｂ 
４＝スタータ 

 

図 20C－照明器具で終わらない“貫通電線”という用語の図解 
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                    供試品 

 

 

 

 
硬い支持面 

 

 
注－ 側面の衝撃試験の場合、支持面は垂直にたてる 

 

 

図 21－鋼球落下試験の装置 

 

 

 
 

 

タッピンねじ：尖先又は平先 

（JISでは C 形又は F 形） 

 

 
 

 

 

スレッドカッティングねじ 

（めねじを切削によって成形する） 

 
 

 

 

 

スレッドフォーミングねじ 

（めねじを塑性変形によって成形する） 
 

図 22－タッピンねじ、スレッドカッティングねじ、スレッドフォーミングねじの例 

 （ISO 1891より） 
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図 23－高周波点灯の蛍光ランプの容量性漏れ電流の上限値 

 

 

 

 

内部電線              電源電線 
 

 

 

 

 

 
Ａ＝沿面距離 

Ｂ＝空間距離（電源電線） 

Ｃ＝空間距離（内部電線） 

 

図 24－電源端子の空間距離及び沿面距離の測定方法 
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鋼板 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

単位：㎜ 

バレル幅については規定しない 

 
図 25－回転バレル装置 

 

 

 

 

        照明器具                 測定装置 
 

       安定器 

 

  電源   イグナイタ 

                                  インピーダンスの 

            ランプ                   高い電圧計 
 

 
注－ ダイオードの極性は必要に応じて反転する。 

 
図 26－ランプ挿入時の安全性試験回路 
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図 27－木片の発火温度の時間関数 
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                              ケーブル 

 

 

                              撚り線導体 

 

 
      留めねじ 

 

 

 

                              半田もりした端部 

 
 

 

 

 

図 28－はんだ処理の許容例 
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附属書Ａ  

（規定）       

導電部が感電を生じるかどうかを決める試験  

 
導電部が感電を生じる充電部となるかどうかを決めるには、  照明器具に公称周

波数の定格電圧を印加し、次のような導通試験を行う。 

ａ） 2，000Ù±50Ù の無誘導抵抗を有した測定回路を使い、 対象部分と保護接

地間に流れる電流を測定する。 もしピークで交流 0.7mA 又は直流 2mA を超
える電流が計測された場合、対象部分は充電部とみなす。 

  周波数が 1kHz を超える場合には、限定値の 0.7mA をその周波数の kHz 値

倍する。ただし、70mA（ピーク値）を超えないものとする。構成部品の漏れ

電流の限度値は各構成箇所の累積値とする。 

ｂ） 50､000Ù の無誘導抵抗を有した測定回路を使い、対象部分と全ての可蝕部

分との電圧を測定する。もし、ピークで 34Ｖ以上の電圧が計測された場合、対
象部分は充電部とみなす。 

上記の試験中、試験電源の１極は接地すること。 
注－  簡易測定方法は検討中である。 
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附属書Ｂ  

（参考） 

試験に使うランプ  
 

12 章の試験のために、よく使われる型式のランプを常備しておくと便利である。

一般に生産しているランプから、規格の目標特性値にできるだけ近い特性のランプ

を選ぶこと。 

選ばれたランプは、エージングされ（白熱電球は少なくとも 24 時間、蛍光ラン
プやその他の放電ランプは少なくとも 100時間、なお時々消灯時間をはさむこと）、

さらに、それらの特性が満足できるもので、かつ安定しているかチェックすること。 

試験に使うランプは、そのランプの一般使用期間の約３／４以上を使ってはいけ

ない。 

ランプは、各試験の前に、損傷がないか、役に立たなくなっていないかどうかを

調べること。 
放電ランプは、器具内の温度に影響を与える電気特性に変化がないことを定期的

にチェックすること。 

もし、蛍光ランプのように、ランプが一つの回路において幾通りかの位置に挿入

できるならば、いつも決まった挿入位置となるよう印を付けておくこと。 

試験に使うランプとして、特にナトリウムランプ、メタルハライドランプや、ア

マルガム蛍光ランプは、熱い間は動かさないよう取り扱いに十分気を付けること。 
特定の試験用ランプは、器具に適合する型式と定格を有するものであること。も

し、製造業者によって特定のランプの形状、構造、仕上げが指定されているならば、

その中で最も熱的に厳しい結果の得られるものを選ぶこと。指示がなければ、最も

一般的な型式のものを用いること。 

試験に使うランプの選択や、器具を特定する試験用のランプの選択について、次

の要求事項を参照すること。 

白 熱 電 球 
電球を装着した照明器具を最も厳しい条件で試験するには、熱の移動の主なモー

ド、熱放射と熱伝導について考慮する必要がある。 
ａ）放射 照明器具の構成材料は、電球のフィラメントから放射によって熱せら

れ、また電球の周囲、特に上部はバルブ表面からの熱の対流によりさらに熱せ

られる。一般にこの種の試験にはクリアーランプが使用される。殆どの高い電

圧の電球のフィラメントは、やや不規則な形の放射を与えるが、指向性が非常

に強いわけではない。低い電圧（100～130Ｖ）の電球の場合の放射の形はより

大きい変化があり、横方向又は軸方向のフィラメントは、異なった加熱パター

ンを生じ、ある設計の器具には影響がある。反射形電球の場合、ネック部の透

明バルブ部分に注目すること。熱放射する反射面のある電球を使う器具の場合

は、この種の適合電球を元いる。光中心距離も試験結果に影響がある。 

ｂ）熱伝導 ソケット、付帯する電線は、電球の口金から伝導により熱を受ける。

そして電球をベースアップで点灯する場合があれば、電球の表面から対流によ

る移動により熱を受ける。これらを試験するには、IEC 6 0634に適合する Heat 
Test Source （HTS）電球を用いる。 

HTS 電球が入手できない場合、次に示す Alternative Heat Test Source（AHTS）

は、同じ種類の量産品電球の代表で、IEC 60360 に規定する条件で測定したとき、
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IEC 60432の表３の規定値より５�低い�tsを持つものである。 

下記のガイドラインは、適切な電球の選択に役立つ。 
クリア又はフロストの電球に比して、下記の電球は概して口金温度が高い。 

１）白色塗装又は濃い色のバルブ 

２）小形のバルブ 

３）光中心距離が短い。 

IEC 60432の表３の�ts規定値との差が小さい場合には、IEC 60634に記されて

いる試験電圧による HTS 電球の調整の方法で補正する。しかし、この調整によっ
て電力は定格電力の 105％を超えてはならない（103.2％電圧に相当する。） 

さらに伝導のみによる温度試験の場合は、電球の外面を口金近傍から始めてバル

ブ全面に至るまで、高温ペイントで手塗りしてもよい。 

反射形、ボールミラー電球の場合、温度の調節は、試験電圧のみで行うこと。 

耐久性試験の場合、口金温度を増加させるために修正したHTS 電球は使用しな

い。 
もしも、その器具が特別な電球の表示がしてあったり、その器具に使われるのが

特別電球と明らかなものについての試験は、その特別な電球で行われる。 

電球は器具表示された最大電力のものを選ぶこと。最大 60Ｗ、口金 E27 又は B22

の表示された器具で、疑義がある場合は、40W の丸形のバルブの電球によって試験

を行う。 

試験に使う電球の定格電圧は、器具に指定された、市場にある白熱電球の定格電

圧の代表的なものであること。もし器具に２つの、又は数種の電圧が指定されてい

るならば（例えば 200～250Ｖと 100～130Ｖのように）、試験に使う電球は低い定

格電圧のものとする（即ち、一番電流の多い電球）。ただし、上記ａ）の規定を考

慮すること。 

試験に用いるために、ある範囲の電球を選択するときは、3.2.8の要求事項を考

慮すること。 
もしも電球が器具の内部又は外部の変圧器、又は類似の装置によって点灯される

ならば、試験用電球の定格は、器具、変圧器の表示などに対応したものであること。 

蛍光ランプと他の放電ランプ 

ランプは、基準条件（ランプに関連した IEC 規格によって）動作させたとき、ラ

ンプ電圧、電流、電力がランプの目標値にできるだけ近い、即ち、それらの目標値

の 2.5％以内であること。 
もしも試験用安定器が利用できないなら、較正電流において試験用安定器の±

１％以内のインピーダンスをもった、量産安定器を使いランプを選択してもよい。 
注 
 １  安定器内蔵形ランプは、12節の目的のためには放電ランプとして扱われる。フィラメントを有
する電球、安定器内蔵形ランプ、又は、直列フィラメントを内蔵した放電ランプを使う器具の場

合、熱的に厳しいもので試験される。（一般には、フィラメントを有する電球） 
 ２  異なった型式のランプを（フィラメントを有する電球と放電ランプのように）組み合わせて使
う器具は、熱的に最も厳しい組合せで試験される。フィラメントを有する電球か放電ランプのど
ちらかが使われる器具ならば、熱的に最も厳しいもので試験される。（不明の時は順番に行う。） 

  ランプ電力が一定の場合、放電ランプ又は直列にフィラメントを組み込んだ放電ランプは、フ
ィラメントを有する電球よりも透過性材料に高温を与えるのが通例である。 

 ３  まだ規格化されていない型式のランプを使う器具の試験に使うランプは、ランプ製造業者と協
議した後で選ぶこと。 

 ４  ランプに関するIEC規格は、このパート１に収められているTC34によって規格化されたIEC規
格のリストによる。 
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附属書Ｃ  

（規定） 

異常回路状態  

 
次に述べる異常回路状態は、蛍光灯器具やその他の放電灯器具に適用できるが、

これから最も温度的に厳しい状態を選ばねばならない。（12.5.1 を参照）。もしも

器具が多灯用であるならば、異常状態は最も悪い結果を得る１本のランプだけに適

用される。 

異常状態は、試験開始前にセットされる。 

４）、５）の状態は（蛍光ランプのような）２つの予熱電極をもつランプを対象

とする。この記述には、試験の手順に対する指示も含まれている。 
通常温度試験を完了した照明器具が、遠隔スイッチ操作によりそのまま異常回路

状態に移行できるようにすると便利である。 

１）スターター接点の短絡 

この状態は、接点を有する動くスターターに適用する。ランプに内蔵のスタ

ーターも含む。 

２）放電ランプの整流 
ａ）蛍光灯照明器具（図 C.1 及び C.2） 

これは、容量リアクタンス制御のスターターなしの安定器を使用する器具

でランプを長時間使用した後発生する可能性のある故障状態である。整流効

果のための器具の試験は、図 C.1に示す回路にて行う。ランプを等価の抵抗

の中点に接続する。最も不利な動作状態となる整流器の極性を選ぶ。もしも

必要があれば、ランプを適切な始動装置によって点灯させること。 
整流器の特性は次によらねばならない。 

－ ピーク逆電圧  �800Ｖ 

－ 逆方向漏れ電流 �10ìA  

－ 順方向電流   ＞公称ランプ電流の３倍 

－ 応答時間    �50ìs 

ただし Fa６の口金を有する蛍光ランプ用の器具は、下記により試験するこ
と： 

初めにランプに直列に短絡した整流器を接続し、通常状態でランプを点灯

させる。その後整流器の短絡を開路する。整流器は極性を変えて（回路に）

挿入する。もしもランプが消灯した場合は、試験を終了する。もしもランプ

が点灯している場合には下記の試験を実施する。 

ランプを図 C.2 に示す回路で点灯する。この場合、整流器は最も不利な動
作状態となる極性とする。もし必要があればランプを適切な始動装置で点灯

させること。 

ｂ）安定器、変圧器又は始動装置に過負荷を与える可能性があることがランプ

の仕様で明らかにされているメタルハライドランプ用の照明器具（図 C.3） 

ｉ）特別な装置を内蔵せず、設計によってだけ安全を確保している照明器具。 

図 C.3 に示す試験回路をランプの代わりに用いる。可変抵抗 R2によって

ランプ電流が通常のランプ電流の３倍の値になるように調整する。 

ii） 安定器、変圧器又は始動装置の外部か又は内部にある特別な装置を内蔵し

た照明器具。 
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なお、この装置が安定器、始動装置の内部にある場合は、その旨の表示が

されている。 
図 C.3 に示す試験回路をランプの代わりに用いる。 

可変抵抗 R2 によってランプ電流が通常のランプ電流の２倍の値となるよ

うに調製する。 

安定した後、保護回路が動作するまで段階的に電流を増加する。 

このとき、各段階において可能な限り安定状態になるように注意すること。 

３）ランプを取り外し、交換はしない。 
４）ランプの１っの電極を開路する。 

  この状態はスイッチ操作で作り出される。（代用に、適切に修正した試験のた

めのランプを使ってよい）電極は２個のうち、悪い結果となる方が選ばれる 

５）両方の電極は通電されているが、始動しないランプ 

  この件に関しては、不点灯のランプ又は修正した試験のためのランプを使用

してもよい。 
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          供 試       抵抗        ランプ 

     電源      安定器 

                              整流器 

 

図 C.1－整流効果を試験する回路（スタータなしの安定器のみに適用） 

 
 

 

 

          供 試      スタータ 

  電源      安定器                 ランプ 

                   整流器 
 

 

 

 

図 C.2－整流効果を試験する回路（単ピンランプ用安定器） 

 
 

 

       照明器具 

 

        安定器 

  電源    変圧器     ランプ 
         又は      接続部 

        始動装置 

 

                           ランプの置換回路 

 

 
  Ｃ＝0.1μF／400-V／低減衰 R2＝ 0…100Ω，連続可変抵抗 

Ｄ＝100A，逆電圧   又は 

R1＝200Ω／50W      0… 1Ω，連続可変抵抗 

1… 10Ω，連続可変抵抗 

10… 50Ω，連続可変抵抗 

50…100Ω，連続可変抵抗 
 
注－ ここに示した回路定数は、75Wランプを置換する代表的なものである。 
もしも、もっと大きな消費電力のランプまで測定する場合には、抵抗器の電力を増やすべきである。 
 

 

図 C.3－メタルハライドランプ器具点灯用試験回路 



J60598-1 

- 109 - 

附属書Ｄ  

（規定） 

風防容器  
 

下記の勧告は、照明器具の通常及び異常動作の温度試験に必要な風防容器の構造

とその使用に関するものである。風防容器の別の構造のものは、もしも同様な結果

が得られるということが明確であるならば、使用してもよい。 

風防容器は上面と少なくとも３側面が二重の板からなり、しっかりした底部を持

つ長方体のものである。二重の板は約 150 ㎜の間隔をとった、１㎜～２㎜の径の穴

を規則的にあけてある金属板のものである。そして、この穴は板全体面積の約 40％

を２枚の板それぞれ占めるようにしなけばならない。 

この内面は、つや消し塗料で塗装する。この３つの主要内面寸法は、それぞれ最

小限 900 ㎜であること。この容器囲いの内面と最も大きい照明器具のあらゆる部分

との間に最小限 200 ㎜の間隔がなければならない。 
注－ もしも大きな風防容器の中で２台又はそれ以上の照明器具を試験することが必要な場合は、１

台の照明器具からの放射が他の照明器具に影響を与えないように注意すべきである。 

風防容器の上部、及び穴のあいた側面と周囲は、少なくとも 300㎜の間隔が設け

られる。風防容器は通風及び空気温度の突然の変化をできる限り受けないように保

護された位置に置くこと。また、それは放射熱熱源からも保護されていること。 

試験される照明器具はその容器の６つの内面からできるだけ離れた位置に置く

こと。照明器具は通常の使用状態（12.4.1 と 12.5.1 の要求事項に基づいて）にある

ように取り付ける。 
天井又は壁に直接取り付ける照明器具には、木製又は木質のファイバーボードの

取付面に固定すること。もしも可燃性材料の表面に取り付けることが不適な照明器

具であるならば、不燃性の絶縁材料を使用すること。取付板は、15 ㎜～20㎜厚と

し、照明器具の輪郭の投影の範囲より、100㎜以上大きいこと（しかし、200 ㎜を

超えないことが望ましい）。取付板と囲いの内面との間は少なくとも 100㎜の間隔

をとること。取付板は、金属質でない黒色のつや消しペイントで塗布すること。 
コーナー部に取り付けられる照明器具は、前述の要求事項に適合した２つの取付

板からなるコーナーに固定すること。 

もしも照明器具を疑似天井のすぐ下の垂直コーナー部に取り付ける必要のある

場合は、第３番目の取付板が必要である。 

照明器具は、試験用くぼみに対し危険や火災事故の原因となるような、温度上昇

があってはならない。そして適否は次の試験によって判定する。 
埋込形照明器具は吊り天井と垂直の側面と水平の上面を持つ長方形の箱ででき

ている試験用のくぼみの中に取り付けられる。 

この吊り天井は 12 ㎜厚の多孔性木質ファイバーボードで作られ、試験される照

明器具に適した穴があけられている。この木質ファイバーボードは、このボード面

への照明器具の投影により少なくとも 100 ㎜大きくなっていること。この箱の垂直

の側面は厚さ 19 ㎜の合板で作られ、上部は厚み 12 ㎜の多孔性木質ファイバーボー
ドで作られ側面にしっかりと密封されている。 

この試験箱の中の埋込形照明器具の位置は、次に示すものでなければならない。 

断熱施工により施工される照明器具は、ａ）の方法か、ｄ）又はｅ）の方法で試

験する。 
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ａ）Ｆマーク 断熱施工天井 

全ての面で照明器具に接している密閉箱に、厚さ 100 ㎜で熱伝導率＝
0.04W/mK（注参照）の断熱材シートを二重に、試験箱の外形に沿わせてきち

っと巻き付ける。 
注－ これは5㎡K/Wの断熱材で得られる。 

ｂ）Ｆマーク 
試験に際し、吊り天井に取り付けられた照明器具と試験箱の側面との間の距

離は 50 ㎜から 75 ㎜あける。 
注－ 50㎜から75㎜の距離とは、矩形の試験箱の中で、円形照明器具を試験することを考慮している。 

照明器具の上面は、試験用くぼみの内側天面に接していること。 
ｃ）Ｆマークなし  （図１参照）又は注記－不燃性表面にのみ、直付けできる

照明器具のあるもの。 

この種の埋込形照明器具では、試験用くぼみも同じ材料でなければならない。 

その寸法は、器具製造者の取付方法指示がない場合は、Ｆマーク付き照明器

具に使用するものと同じであること。不燃性断熱材を試験用くぼみの構成材と

して使用してもよい。 
試験箱の内側上面と、照明器具の上面平面部との距離は約 25㎜あける。照

明器具の上面に、その面より上方に 25 ㎜を超えて突出しているスペーサや、

電源接続用ボックスがある場合は、これらのスペーサや電源接続用ボックスは、

試験箱の内側上面に直接接触させる。 

ｄ）マット敷き工法による施工方法を指定した照明器具 

  JIS A 9521（住宅用人造鉱物繊維断熱材）に規定された呼び厚さ 100㎜、熱
抵抗 2.0 ㎡ K/W のグラスウール断熱材シートを２重にかぶせ、照明器具の大き

さごとに図 D101に掲げる木箱で覆うこと。 

ｅ）ブローイング工法による施工方法を指定した照明器具 

  JIS A 9523（吹込み用繊維質断熱材）に規定されたセルローズファイバー断

熱材で熱抵抗 1.72㎡・k/W のものを、照明器具の大きさごとに図 D102に掲げ

る木箱に収めること。 
 

 

F 

F 

F 
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単位：㎜ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

試 験 天 井 の 寸 法                     
 

埋 込 穴 の 直 径 、  
長辺、一辺、長辺 
又 は 最 大 径  

試 験 
天井の 
長 辺 

 
埋 込 穴 の 直 径 、  
短辺、一辺、短辺 
又 は 最 大 径  

試 験 
天井の 
短 辺 

 照 明 器 具 の 高 さ 
試 験 
天井の 
高 さ 

Ａ ａ  Ｂ ｂ  Ｈ ｈ 
250 以下 900  250 900  50 以上 100 未満 300 
250 を超え 800未満 1450  250 を超え 800未満 1450  100 以上 150未満 350 
800 以上 1400未満 2050  800 以上 1400未満 2050  150 以上 200未満 400 
1400以上 2000未満 2650  1400以上 2000未満 2650  200 以上 250未満 450 
      250 以上 300未満 500 
      300 以上 H+250 

 

図 D101－ マット敷き工法による施工方法を指定した照明器具 
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単位：㎜ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

試 験 天 井 の 寸 法                     
 

埋 込 穴 の 直 径 、 
長辺、一辺、長辺  
又 は 最 大 径 

試 験 
天井の  
長 辺 

 
埋 込 穴 の 直 径 、 
短辺、一辺、短辺  
又 は 最 大 径 

試 験 
天井の  
短 辺 

 
照明器具

の 高 さ 
試験天井の高さ  

Ａ ａ  Ｂ ｂ  Ｈ ｈ１ ｈ２ ｈ３ 
250 以下 900  250 900  275 未満 500 300 － 
250 を超え 800未満 1450  250 を超え 800未満 1450  275 以上 500 － 25 
800 以上 1400未満 2050  800 以上 1400未満 2050    
1400 以上 2000 未満 2650  1400 以上 2000 未満 2650    

 

図 D102－ ブローイング工法による施工方法を指定した照明器具 

 

もしも照明器具に、埋込取付用別置部品がある場合、（例えば、ランプの容器と

安定器の容器が別のものである場合）試験用くぼみは一つの箱で作るが、器具製造

者の指定による最小離隔距離を両部品の間に保てるようにすること（図 D.1参照）。
離隔する距離の指示がない場合は、各々の部品に別々の試験用くぼみを使用するこ

と。 
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         ランプの容器          安定器 

 

 

 

ａ＝製造者によって指定された最小隔離距離 
その他の距離は附属書Ｄによる   

 

図 D.1－別置部品で構成される照明器具の試験用くぼみの例 

 

Ｆマークと断熱施工用Ｆマーク付き照明器具では、もしその上面又は側面にスペ

ーサ又は電源接続用ボックスがある場合、これらのスペーサや電源接続用ボックス

は、試験箱又は断熱材に直接接するように置く。 

この吊り天井と箱の内部は、金属質でない黒色つや消し塗料で塗装される。そし

てこの組立品と風防容器の内壁、天井、床との間は少なくとも 100 ㎜以上の空隙が

あること。 

壁埋込用の照明器具の場合、試験は上記と同様に試験用のくぼみを使って行うが、

この場合天井板は垂直に置く。 
試験用くぼみのどの面も、通常動作温度試験では 90�、異常動作温度試験では、

130�を超えてはならない。Ｆマーク付き照明器具では、表 12.1 に示す取付面の温

度限度を超えてはならない。 

ライティングダクト用照明器具はライティングダクトに取り付ける。ライティン

グダクトは取扱説明書に従って、通常の使用状態に取り付ける。照明器具のライテ

ィングダクトへの接続は取扱説明書又は、表示に許されている範囲の通常使用の姿

勢のうち、最も熱的に厳しいものによること。12.4.1 及び 12.5.1 に規定された状態

で照明器具を動作させる。 
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附属書Ｅ  

（規定） 

抵抗法による巻線温度上昇値の決定  
 

 
注－ 安定器に関するこの規定は、変圧器のような類似の機器にも適用される。 

器具の電源を切った後、無視できるくらい小さい抵抗の値の電線で、ホイトスト

ンブリッヂ又はその他の抵抗測定器に安定器をすばやく接続できるよう準備する

こと。 

容易に直読できる秒針付き時計が必要である。 
試験手順は次の通りである。 

安定した周囲温度（t1）において、安定器の巻線も含め、器具全体を熱的に安定

させるに十分なだけ、電源を入れない状態で器具を放置しておく。この間、周囲温

度は３�以上変化してはならない。 

安定器の冷間巻線抵抗（R1）を測定し、t1を記する。安定器の表面に取り付けら

れた適切な温度測定装置の読みでチェックしながら、器具を十分に熱的安定が得ら

れるまで動作させる。そのときの風防容器の中の周囲温度（t3）を記する。 

器具の電源を切り、時間を記し、そして安定器を直ちにホイストンブリッヂへ接

続する。できるだけ早く抵抗を測定し、それに対応した時間を記す。 

もし必要なら、さらに抵抗測定は安定器が冷却していく間、適当な間隔で測定し、

その時の抵抗を記録する。これらの値をプロットして抵抗時間曲線を描き、電源か

ら切り離した瞬間の熱間巻線抵抗 R2を外挿して読みとる。 
銅の抵抗は、－234.5�の基準点から温度に正比例的に変化するので、熱間温度 t2

は、次の式によって、冷間抵抗 R1と熱間抵抗 R2の比から次の式で計算できる。 

この定数 234.5 は、導線の巻線に関するものである。アルミニウム巻線の場合に

は、定数は 229となる。ゆえに導線の巻線温度は： 

温度上昇は、計算した温度 t2と試験が終わったときの周囲温度 t3との差となる。 

温度上昇値＝（t2－t3）K 

 

5.234t

5.234t
R
R

1

2

1

2

+
+

=

( ) 5.2345.234t
R
R

t 1
1

2
2 −+=



J60598-1 

- 115 - 

附属書Ｆ  

（規定） 

銅及び銅合金の応力腐食試験  
 

F.1  試験用キャビネット 

試験には、蓋のできるガラス製の容器を使用しなければならない。例えば、デシ

ケータ（乾燥した容器）か、又は蓋付きで、台座の付いたガラス容器でよい。 

容器の容積は、少なくとも 10 リットルでなければならない。試験空間と試験溶
液との比率は、必ず 20：1 から 10：1 の間に維持されていなければならない。 

F.2  試験溶液 

10 リットルの溶液の準備： 

107ｇの塩化アンモニウム（試薬グレードの NH4Cl）を約 0.75リットルの蒸留水

又は充分に鉱物を除去した水に溶解し、30％の水酸化ナトリウム溶液（試薬NaOH

及び蒸留水又は充分に鉱物を除去した水からつくる）を 22�において、pH値で 10
になるまで加える。その他の温度の場合は、表 F.1 に従ってこの溶液を調整する。 

表 F.1－試験溶液の pH値 
温度 

� 
試験溶液 

pH 
22±1 10.0±0.1 
25±1 9.9±0.1 
27±1 9.8±0.1 
30±1 9.7±0.1 

pHを調整した後、蒸留水又は充分に鉱物を除去した水を加えて、1.0 リットルに

する。 
このことで、pHの値が変わることはない。 

pHを調整中は、常に温度を±１�の範囲に保ち、±0.02％の範囲で pH値の調整が

できるような測定器にて測定する。 

試験溶液は、長期間保存してもよいが、上記状態でのアンモニア濃度の程度を示

す pH値は、少なくとも３週間毎に確認し、必要に応じて調整しなければならない。 

F.3  供試片 
試験は照明器具から取った供試片で行われる。 

F.4  試験方法 

供試片の表面は慎重に、ワニスはアセトンで、グリースや指紋は石油溶剤又はそ

の類のもので清浄にする。 

試験溶液の入った試験用キャビネットは、30±１�にする。供試片は 30�に予熱し

ておき、できるだけ素早く、アンモニア蒸気の効果が失せないように試験用キャビ

ネットに置かなければならない。供試片は、なるべくなら溶液中に落下させたり、

お互いに接触したりしないように吊り下げなければならない。支持具や吊り具は、

アンモニア蒸気の影響のない材料、例えばガラス又は磁器で作らなければならない。 

試験は、その結果を大幅に狂わすことになりかねない目に見える水滴（結露）が

温度変化によってできることのないよう、30±１�の恒温状態で行われなければなら

ない。試験期間は、試験箱の蓋が閉められてから 24 時間行う。この試験の後、供
試片を流水で洗い、24 時間後、８倍の光学的観察でクラックが見つかってはならな

い。 
注－試験結果に影響のないよう、供試片は慎重に取り扱わなければならない。 
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附属書Ｇ：削除された 
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附属書Ｈ：削除された 
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附属書Ｊ  

（参考） 

保護の程度を表す I P 番号の解釈  

 
下記は抜粋で、全文は IEC 60529 を参照のこと。 

この分類システムによって網羅した保護の型式は下記の通りである。 

ａ）充電部に接触または近接することに対する人の保護、外郭内の動く部分（滑

らかな回転軸や類似のものは除く）に接触することに対する人の保護、外部固

形物の侵入に対する保護。 

ｂ）有害な水の浸入に対する装置外郭内の保護。 
  保護の程度を示す指定事項は、下記の二つの数字（“特性数字”）によって IP

の文字で特性が成り立っており、表 J.1 ならびに J.2 にそれぞれの状態を示し

ている。第 1 位の数字は上記 a）に示した保護の程度を示しており、第 2 位の

数字は上記 b）に示した保護の程度を示している。 

表 J.1－第 1 特性数字によって示される保護の程度 

保  護  の  程  度 第１特性

数字 簡略記述 外郭によって排除される物体の簡単な内容 

０ 保護なし 特別な保護なし。 

１ 

50 ㎜超の固形物に

対する保護 

手のような身体の大きな表面（但し故意の接近に対する

保護は除く）。 

直径が 50 ㎜を超える固形物。 

２ 
12 ㎜超の固形物に

対する保護 

指や長さ 80㎜を超えない類似の物体。 

直径が 12 ㎜を超える固形物。 

３ 
2.5 ㎜超の固形物に

対する保護 

直径または太さが 2.5 ㎜を超える工具、針金等。 

直径が 2.5㎜を超える固形物。 

４ 
1.0 ㎜超の固形物に

対する保護 

1.0 ㎜を超える太さの針金や細片。 

直径が 1.0㎜を超える固形物。 

５ 塵埃保護 
装置の満足な運転を阻害する程度の塵埃の侵入はない

が、塵埃の侵入に対し完全な対策はされていない。 

６ 耐塵 塵埃の侵入が全くない。 

 



J60598-1 

- 119 - 

表 J.2－第２特性数字によって示される保護の程度 

保  護  の  程  度 第２特性

数字 簡略記述 外郭によって果たされる保護の型式の内容 

０ 保護なし 特別な保護なし 

１ 
滴下する水に対す

る保護 

滴下する水（垂直に落下する）で有害な影響がないこと。 

 

２ 

15゜以内の傾斜時

に滴下する水に対

する保護 

垂直に滴下する水に対し、通常の状態から 15゜以内の任

意の角度に傾けた外郭に、有害な影響がないこと。 

３ 
噴霧水に対する保

護 

垂直から 60゜までの噴霧水（散水）に対し有害な影響が

ないこと。 

４ 
水の飛沫に対する

保護 

任意の方向から外郭に対し、水の飛沫（splashing water）

で有害な影響がないこと。 

５ 
噴流水に対する保

護 

任意の方向から外郭に向けられたノズルによる噴流水に

よって有害な影響がないこと。 

６ 激浪に対する保護 
激浪または強力な噴流水でも、外郭内に有害な量の浸水

がないこと。 

７ 
浸漬状態に対する

保護 

外郭の定められた水圧・時間で水中に没したとき、有害

な量の水が浸入しないこと。 

８ 
水没状態に対する

保護 

製造者が指定した状態で水中に連続的に水没させるのに

適した装置。 
注 通常、装置が気密シールされていることを意味する。 
しかし、ある種の装置では水が浸入しても有害な現象を引き起こさ
ない方法がとられている場合がある。 
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附属書Ｋ  

（参考） 

温 度 測 定 法  
 

K.1.1   下記の勧告は、12.4.1による風防容器内の器具の温度測定法について述べている。

これらの測定法は、器具に適するように改良されてきたものである。別の方法は、

正確さ、精密さにおいて同等以上であることが明らかであれば、使用してもよい。 
固体材料の温度は、通常熱電対で測定される。その出力電圧はポテンショメータ

のような高インピーダンス装置によって読まれる。直読測定器では、その入力イン

ピーダンスが熱電対のインピーダンスに合っているかどうかチェックすることが

重要である。化学的な温度指示計は、目下、測定のラフチェックにのみ適している。 

熱電対のワイヤーは、熱伝導度の低いものでなくてはならない。熱電対は、80／

20Ni-Crを、40／60Ni-Cu（又は、40／60Ni-Al）と対にしたものがよい。これら
のワイヤー（通常、平角又は円形の切断面をしている）は、0.3 ㎜の穴を十分通る

細さであること。熱放射にさらされがちのワイヤーの端末部は、高反射の金属仕上

げとなっている。ワイヤーの絶縁は、適切な温度、電圧定格をもっており、薄いが

丈夫であること。 

熱電対は、測定点に熱的状態の妨害が最小になるように、また、熱抵抗が低くな

るように取付ける。もし、ある部分における測定点の指定がなければ、最も温度の

高い点を準備調査で見つけなければならない（このために、低い熱伝導性の材料で

できたホルダーに固定した熱電対を用いてもよい。また、サーミスターを使用する

計器も便利である）。温度が場所により急激に変化する可能性があるので、ガラス

のような材料では準備調査するのは重要である。器具の内部又は近くに取付けられ

た熱電対は、伝導熱又は放射熱にさらされる部分を最小にすること。導電部から電

圧を拾わぬよう注意すること。 
次の方法は、測定点に、熱電対接合点を取付けるために有用である： 

ａ）機械的な締め付け、例えば固定するための装置を使って（導電部へのクラン

プは避けること） 

ｂ）金属表面へのはんだ付け（はんだは最小の量で） 

ｃ）接着剤で（最小の量で）。接着剤によって熱電対が測定点から離されてはい

けない。透光材料に使用する接着剤は可能な限り透光性であること。ガラスに

使用する適切な接着剤は、水を媒体としたナトリウムシリケート１部とカルシ

ウムサルフェート２部から形成したものである。非金属部分では熱電対の最後

の 20 ㎜を面に接着させ、測定点からの熱の流れを補償する。 

ｄ）絶縁電線。絶縁被覆は、縦に裂いて熱電対を差し込む（導体に触れることな

く）。それから絶縁被覆はしばってまとめる。 

ｅ）取付面（附属書Ｄを参照せよ）。熱電対は、最も温度の高い点の表面の面位

置に沈み込ませた銅の円板（直径約 15 ㎜、厚さ１㎜、黒のつや消し仕上げを

したもの）に取付られる。 

風防容器内の平均周囲温度は、器具の中心と同じ高さで、穴のあいた金属壁の近

くの空気温度をもってする。この温度は、通常水銀球部を光沢のある金属でできた

放射熱遮蔽用二重筒で覆った水銀温度計で測定する。 

巻線の平均温度は、抵抗法によって測定する。その方法は附属書Ｅに記述してあ
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る。 
注－  しばしば見込み計算には誤りがおきる。そこで、安定器、変圧器などの部品、ケースの温度を
測定し、これに巻線とケースの温度差を加算するなどにより、別途にラフチェックすることが望

ましい。 

温度測定装置は、定期的にチェックすることが重要である。また、試験機関は、

いろいろな温度レベルにおける、種々の材料の測定の一貫性を改善するために、お

互いの間で、照明器具を交換して試験することが望ましい。 

K.1.2   ランプソケットの絶縁物の温度測定法 
熱電対は、図 K.1 に示す次の測定点に設置する。 

ａ）ランプソケットの先端周縁（金属製又は磁器製ソケット以外のもの） 

ｂ）ランプ口金とランプソケットが接触する位置（ソケットが磁器以外の絶縁材

で作られている場合） 

  ランプソケットの測定が目的であり、ランプ口金に接することなく、かつで

きる限りランプ口金との接触部に近いランプソケットの部分を測定点とする。 
ｃ）ランプソケット端子から最大 10 ㎜離れた電線分岐点（電線分岐点がある場

合、電線がランプソケットに触れることがあるので、この測定点は重要である） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           最大10mm 

 

 

 

 

 

 
注－ ランプソケットはES（ねじ込み）形か又はBC（差し込み）形 

 

図K.1－代表的なランプソケットにおける熱電対での（測定）位置 
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附属書Ｌ  

（参考） 

照明器具設計の実施上のガイド  

 
L.1  適用範囲 

このガイドは、プラスチック材料および表面仕上げに及ぼす温度、紫外線放射、

湿気と有害な雰囲気の影響について、照明器具製造者に助言することを意図してい

る。 

このガイドは一般的な構造の屋内用、屋外用の照明器具について勧告しているが

全てについて適用できる訳ではない。それ故このガイドは規定と考えるべきではな

く、ある特定の用途においては、他の解決方法がより有効な場合もある。 
外部の影響に関する分類は、IEC 60364-3 に記載されている。 

L.2  照明器具の中のプラスチック 

照明器具の構造において、プラスチック部品は、重要な機能部品である。これは、

器具内部品と配線構造上の支持部品、透光性カバー、シールドおよび支持構造材の

ような部品について当てはまる。 

照明器具の“通常”の使い方によって、これらのプラスチック部品の通常の寿命（劣
化）が決定される。 

極端に厳しい使用と損傷の影響は、劣化に対する耐久性を減少させる。 

表 L.1－損傷の影響 

損傷の影響 原  因 結果＊ 

高温 

操作電圧が高すぎる 

周囲温度が高すぎる 

不適当な取付け 

変形 

もろくなる 

変色 

紫外線放射 
過度に強力な紫外線放射を出す高圧水銀ランプ 

殺菌ランプ 

黄変 

もろくなる 

有害な物質 

可塑剤 

消毒剤による不適切な清掃 

クラック 

強度低下 

外表面損傷 

*全ての原因は全ての結果に関連する。 
特別な注意事項は次により与えられる。 

－ 連続使用温度 

－ ＵＶと可視光の照射 
－ 静的および動的な機械的衝撃 

－ 酸化雰囲気 

これらの影響の組み合わせは、特に重要であり、計画した用途に対して材料が不

適切になることがある。例えばUVと加熱の組み合わせは、絶縁劣化を示すものと

して、PVC ケーブルの絶縁物から緑色の物質が発生する可能性がある。一般的な名

称で呼ばれている特定の材料についての公称特性は、製造の手順、設計および使用

される充填剤または抑制剤によって異なることがある。 

L.3  耐錆性 

通常の屋内の雰囲気中で使用される照明器具は、広範囲の材料で作られる可能性
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がある。 

照明器具の金属板は、適切に前処理し、表面仕上げ、例えばエナメル焼き付け処

理をすべきである。 

無塗装アルミニウムの反射板とルーバは、陽極処理したアルミ合金でできている

こと。 

クリップ、蝶番のような照明器具の補助部品は、適切な材料で電気めっきすると

き、通常の屋内雰囲気中で、満足な機能を与えるであろう。適切なめっきは、亜鉛、

ニッケル／クロームと錫である。 
注－ 湿気のある屋内で使用される照明器具の電気的安全性は、第９節の試験により判定する。 

L.4  耐食性 

高湿度の雰囲気中で使用する屋外用または屋内用の照明器具は、十分な耐食性を

有すること。これらの照明器具は、化学蒸気が存在するような場所で使用するよう

な要求はないと推定されるが、全ての環境が、亜硫酸ガスのような腐食性ガスを少

量含んでいることと、湿気のある所は、これらが長期間にわたり、腐食を生じさせ

ることを念頭に置くべきである。 

照明器具の耐食性の評価において、密閉形照明器具の内部が（１つ以上の水抜穴

があっても）外部より腐食が少ないことに留意すべきである。 

次に示す金属または組合せは、十分な耐食性を備えていることが知られている。 
ａ）銅と青銅、または銅を 80％以上含んでいる黄銅 

ｂ）ステンレス・スチール 

ｃ）アルミニウム（板、押出材または鋳造）と亜鉛ダイキャストは、大気に対す

る耐食性があることが知られている。 

ｄ）外面を少なくとも 0.05 ㎜以上亜鉛めっきし、内面にこのような材料で視認で

きる程度にめっきした厚さ 3.2 ㎜以上の鋳鉄または可鍛鉄。 
ｅ）平均 0.02㎜以上の厚みで亜鉛めっきした鉄板。 

ｆ）高分子材料、L.1 参照。 

互いに接触する金属部品は、電解腐食を避けるため、イオン化傾向が互いに近い

金属で作られているべきである。例えば黄銅または他の銅合金は、アルミまたはア

ルミ合金と接触して使用すべきではない。これらのグループの材料とステンレス・

スチールとの接触は望ましい。 
屋外で使用するプラスチック材料は、その特性が長期間の使用において、あまり

変化しないアクリルのような材料から選択すべきである。 

セルローズ材料は、屋内または屋外の高湿度の条件に対して、一般的に不適切で

ある。また他の屋内での使用に適しているポリスチレンを含むものは、湿度と太陽

光の照射の組合せにより、屋外で使用する場合は非常に劣化する。 

高湿度（屋内または屋外）の場所で使用する照明器具のプラスチック構造の接着

接続は、使用される接着剤が、長期間水気に連続してさらされても、劣化せずに耐

えることが重要である。 
注－ 湿気のあるところで使用する屋外用照明器具の電気的安全性は、本規格の第９節の試験により

判定する。 

L.5  化学腐食雰囲気 

化学腐食ガスまたは蒸気がかなりの濃度で存在する可能性のある大気、および特

に結露が生じる雰囲気で使用する照明器具は、屋外用照明器具に対して上記の予防

措置および次の予防措置を追加することが要求される。 
ａ）一般に、本体を耐食性金属で鋳造して作る照明器具は、板材で作る照明器具

よりも強い。 
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ｂ）金属が使われる場合、できる限り、存在する特定の腐食物質に対する耐久性

が得られるようなものを選択すべきである。アルミダイキャストは大部分の用

途に対して満足できる。 

ｃ）同様に、塗装または他の保護システムは、腐食物質のグループまたは特定の

腐食物に対して選択すべきである。例えば非常に耐酸性がある塗装は、アルカ

リに耐えられないことがある。 

ｄ）アクリル、ＰＶＣとポリエチレンのようなプラスチックは、大部分の無機酸

とアルカリに冒されることに対して非常に耐久性がある。しかし、このような

プラスチックは、多くの有機溶剤や蒸気に冒される。またその影響がプラスチ

ックと特定の化学物質の種類によるため、材料は特定の条件に適合するように

選択すべきである。 

ｅ）ガラス質のエナメル仕上げは、多くの化学物質に対して耐久性があるが、腐

食性の高い雰囲気中で満足に使用しようとするなら、エナメルコーティングは

破損やクラックしないことが重要である。 
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附属書Ｍ  

（参考） 

IEC60598 -1（第２版）の表�の表 11.1 への変換ガイド－  
沿面距離及び空間距離の決定  

 
沿面距離及び空間距離 
（㎜） 

クラス０及びⅠ 
照明器具 

クラスⅡ 
照明器具 

クラスⅢ 
照明器具 

最高動作電圧（Ｖ） 24  250  500 
1,000 

24 250 500 50 

（1）異極充電部間 
基礎絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

基礎絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

基礎絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

（2）充電部と人が触れるおそ
れのある金属部間 
充電部と絶縁外郭の人が触れ
るおそれのある表面間 

基礎絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

強化絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

基礎絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

（3）クラスⅡ照明器具機能絶
縁*の破壊により充電部となる
おそれのある部品間及び触れ
るおそれのある部品間 

 
付加絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

 

（4）フレキシブルコード又は
ケーブルの外被とコード留を

挟み込んで固定するための、人
が触れるおそれのある金属部

との間、フレキシブルコード又

はケーブルの外被と絶縁物製
のケーブルキャリア又はクリ

ップとの間 

 
付加絶縁 
沿面又は空間 
PTI≧又は＜600 

 

（5）照明器具内に取り付けた
スイッチの充電部とその近く
の金属部との間、但し、スイッ

チ付近の絶縁用ライニングが

ある場合は取り除いておく。 

基礎絶縁 付加絶縁  

（6）充電部とその他の金属部
間、それらと支持物表面（天井、
壁、机等）間又は充電部と金属

介在物のない支持物表面との
間 

付加絶縁 強化絶縁 基礎絶縁 

*この文章では、機能絶縁は基礎絶縁であると解釈する。 
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附属書Ｎ  

（参考） 

Ｆマーク付照明器具の説明  
 

照明器具に Ｆ 表示が付いている場合、このことは可燃材料の表面に直接取り

付けてもよいことを示している。可燃材料とは、木材や２㎜以上の厚みのある木質

系の建築材料が含まれるものと定義されている。 

元来、この項に関連した要求事項は、安定器や変圧器を内蔵した照明器具につい

てのみ適用されてきた。 Ｆ 表示の使用は、過去 10 年間にわたり広く受け入れ

られてきているため、この表示の使用が、白熱電球用照明器具を含む全ての照明器

具に範囲が拡大された。 

元来、 Ｆ マークの要求事項は、２つの明確な次の特性に基づいていた。 

ａ）安定器の寿命末期に起こる可能性のある発火に対する保護 

  （IEC 60598-1（1986）4.16.1 を参照のこと） 
ｂ）安定器の偶発的事故（IEC 60598-1（1986）4.16.2 を参照のこと）はもちろ

んのこと、安定器の異常状態（スタータの短絡）における発熱に対する保護 

N.1  耐炎に対する保護 

過去 10 年以上の実績によれば、安定器の寿命末期に安定器の巻線から発火した

と推定される証拠は見つからない。 

コンデンサのような他の部品は、それらが故障しても安全が損なわれないことを

立証する破壊試験が行われている。 

さらに、可燃性の照明器具材料の消炎特性が 4.15にて試験されていることを考慮

すれば、取付面と巻線の間に入れる介在物の要求事項を存続させる正当な証拠がな

いという結論になった。したがって、この要求事項は IEC 60598-1 の第２版より削

除された。 

N.2  耐熱に対する保護 
取付面の加熱に対して保護するために、製造者の選択の立場から、次の３つの同

等の保護機能のある選択肢が基準として与えられた。 

－ 間隙を設ける 

－ 温度測定 

－ 熱的保護装置 

N.2.1   間隔を設ける 
安定器又は又は変圧器は、次に示す何れかの最小の間隔を持って、取付面から離

されていること： 

ａ）10 ㎜ ただし、この値は、照明器具のケースの外側と照明器具の取付面との

間に、最小で３㎜の空間が、更に安定器又は変圧器と照明器具のケースの内面

との間に最小で３㎜の空間が含まれている。 

  もしも安定器又は変圧器にケースがない場合は、この 10 ㎜の間隔は、例え
ば安定器の巻線のような、活電部から適用される。 

  安定器又は変圧器の活電部と取付部との間隔が 35 ㎜より少なくてもよい場

合とは、安定器又は変圧器を保護している区域の照明器具のケースは実質的に

連続していなければならない。そうでなければ、ｂ）の要求事項が適用される。 

  照明器具のケースの材質が、4.15の絶縁材料であるならば、それに関しての

要求事項は何もない。 
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  もしも安定器又は変圧器と照明器具の取付面との間に、照明器具のケースが

ない場合の、それら２つの間隔は少なくとも 35 ㎜なければならない。 
ｂ）35 ㎜ 35 ㎜の間隙は、安定器又は変圧器と照明器具の取付面までの間隔が、

一般には 10㎜以上あるあぶみ取付け式照明器具を考慮してのことである。 

N.2.2   異常状態又は安定器の故障状態における取付面の温度測定 

温度測定は、異常状態においても、安定器の故障状態においても、照明器具の取

付面が過度の高温に至らないことを立証するために行われる。 

これらの要求事項及び試験は、例えば巻線の短絡による安定器又は変圧器の故障

中に、安定器巻線の温度が、15分間以上にわたり 350℃を超えず、その結果、取付

面の温度も 15 分間以上にわたり、180℃を超えないであろうという仮定に基づいて

いる。 

同様に安定器の異常状態において、取付面の温度が 130℃を超えてはならない。

常温において電源電圧の 1.1倍の時の巻線と取付面の温度を測定し、グラフにプロ

ットしていく；そしてそれらの点を通る直線を描く。この直線による外挿法は、巻

線の温度が 350℃の時点で、取付面の温度が 180℃を示す点に到達してはならない。 

通常、可燃性表面に対して、取付面の制限温度値は、時間との関数で表される木

材の発火温度で表される。（図 27 参照） 

N.3  熱的保護装置（サーマルプロテクタ） 

熱的保護装置は安定器の一部又は安定器の外部にあってもよい。 

－ 熱的保護装置の要求事項は関連する安定器の規格によって決められている。 
熱的保護装置付安定器は Ｐ 又は … を表示する。…部は、その保護装置が

その回路をオープンするときの定格最高ケース温度℃に置き換えられる。 

Ｐ 又は、130℃以下の値を持つ … 表示のある、熱的保護装置付安定器は、

照明器具内に付加手段を追加することなしに照明器具の取付面を完全に保護する

ことになる。このことは、時間に関係づけた基準において、異常状態において許容

される最高ケース温度、すなわち 130℃に適合し、かつ安定器の故障状態での取付
面の温度は 180℃を超えないことへの適合を意味している。 

130℃を超える値を持つ … 表示のある、熱的保護装置付安定器は、安定器の

外部に熱的保護装置をもつ照明器具の規定に従う照明器具と組み合わせて試験し

なければならない。 

安定器の外部に熱的保護装置をもつ照明器具及び 130℃を超える値の表示された

熱的に保護されている安定器をもつ照明器具は、熱的保護装置が回路を遮断するま

での間、照明器具取付面の温度を測定することにより判定する。試験中、照明器具

取付面の温度が記録され、異常状態において許容される最高ケース温度、すなわち

130℃を超えてはならないし、或いはまた安定器の故障状態における時間に関係づ

けた基準における最高温度値を超えてはならない。（表N.1 参照） 



J60598-1 

- 128 - 

表 N.1－（温度保護動作） 

取付表面の最高温度 
℃ 

135℃から最高温度に
至るまでの最大時間 

分 
180 を超える 0 
175 を超え 180 以下 15 
170 を超え 175 以下 20 
165 を超え 170 以下 25 
160 を超え 165 以下 30 
155 を超え 160 以下 40 
150 を超え 155 以下 50 
145 を超え 150 以下 60 
140 を超え 145 以下 90 
135 を超え 140 以下 120 
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附属書Ｐ  

（規定） 

メタルハライドランプ用照明器具に取り付けて使用する紫外線放射に対する  
保護手段のための保護シールドについての要求事項  

 

P.1  序論 

紫外線の放射に関して保護手段が要求されているメタルハライドランプを使用

する照明器具は、適切な保護シールドを備えていなければならない。このシールド

の選択は、次の手順で行わなければならない。 

P.2  手順Ａ 

ａ）ランプ製造業者から得られる情報により、ランプの最大の Peff*値を決める。 
注 
 １  Peff

＊は、シールドされていないランプからの特定の有効出力を示し、光束に関係する紫外線放

射の有効出力Peff*と定義される。実用上の理由から、その単位は、：mW／klmである。 
 ２  Peff*はスペクトル分布をACGIH（参考文献：限界いき値と生物的暴露指数、ACIH Cincinnati 

ohio）により公表され、WHO（世界保健機関）により承認された、光化学作用のあるスペクトル
で重み付けしたランプの相対分光分布から得られる。 

 ３  光化学作用のあるスペクトルの範囲は、200nm～315nmから200nm～400nmに拡大されたこ
とになるが、；しかし、ここでは概算が目的であるので、一般照明用の白色光源の場合、200nm
～315nmで充分である。 

ｂ）照明器具への応用を想定に入れて考慮すれば、その紫外線放射の保護シール

ドに対する透過特性Ｔで表した要求事項の概算は、実用上次の式になる 

 

Ｔ≦       × 

  
ここで 
Ｔ は、200nmから315nmの間の波長の中で、動作温度における最大の透過率 
DEL は、１日当たりの暴露限度（30J／㎡） 
ts は、予想される１日当たりの最大の暴露時間、単位は時間 
Ea は、予想される最大照度、単位はlx（ルクス） 

方程式は次のように簡略できる： 

 

                Ｔ＜                

 
 
注－  この公式は、普通の反射材料、例えば電解アルミニウムは、可視光線と同等の紫外線放射反射
率をもっているという仮説に立脚するなら、必要とされる精度の範囲内で妥当なものである。 

ｃ）200nmから 315nmの範囲内での透過率が、計算から求めたＴの値を持つ保

護シールドを選択する。 

 例えば 
 Peff*＝50mW／klm 

 ts＝８ｈ／日 

 Ea＝2，000lx 

Ｔ＜0.01保護シールドの透過率は、化学作用のあるスペクトルの範囲においては、

１％以下であるべきである。 

ａ）、ｂ）及びｃ）で述べた手順は、異種のメタルハライド添加物の場合を含め、

最大 Peff*の値が守られれば、メタルハライドランプの間での互換性を保証できるで

あろう。 

P.3  手順Ｂ 

 DEL 

3.6･Peff*･ts 
1,000 
 Ea 

   8.3・103 

 Peff*・ts・Ea 
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疑義がある場合は、シールドの適切さ、並びに紫外線放射と可視光線との反射率

がかなり異なる材料、例えば非金属仕上げが使われているような反射材料の影響を

調べるためには、照明器具からの紫外線放射を直接測定しなければならない。 

照明器具の Eeff*の直接測定の結果は次の要件を満たさなければならない。 

 

Eeff*≦  

 
ここで 
Eeff* は、特定の有効放射照度として測定され、照度に関連する紫外線放射Eeffの中の有効放射照度と

して定義される。 

 

Eeff*の単位は：  klx
mW
㎡

 8.3・103 

  ts・Ea 
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附属書Ｑ  

（参考） 

製造工程における適合試験  
 

一般 

この附属書にある試験は、安全上容認できない材料及び製品の不適合を発見する

ことを目的に、製造者が製造後全ての照明器具に対し行うものである。これらの試

験は、照明器具の特性や信頼性を損なうものではなく、より低い電圧を使用してい

るので、規格における型式試験とは異なる。 

全ての照明器具がここに記載されている型式試験に合格したサンプルと一致し

ていることを保証するには、更に試験をしなければならない。それらの試験は製造

者が経験により決めるものである。 

品質マニュアルの範囲内で、少なくともこの附属書に示されている、同レベルの

安全性を確保していることを確認できれば、試験の手順を製造設備により適合した

形に変えたり、製造工程中の適当な段階に試験を設けることができる。 

試験 

電気的試験は、表 Q.1 に従って全数実施する。不合格品は廃棄又は再生のため隔

離する。 

次のことを確認するため、目視検査を実施する。 

ａ）記入された全てのラベルは、決められた場所に表示する。 
ｂ）製造者の取扱説明書は照明器具の適切な場所に添付する。 

ｃ）照明器具が完成したら、チェックリストに従い機械的チェックを行う。 

これらの試験を終了した全製品は、検査済みであることを分かるようにする。 
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表 Q.1－電気的試験に関する最小値 
照明器具の分類と適応 

試    験 ク ラ ス Ⅰ 
照 明 器 具 

金属で覆われた 
ク ラ ス Ⅱ 
照 明 器 具 

金属で覆われた
電源電圧 25Ｖ
以上のクラスⅢ

照 明 器 具 

絶縁体で覆わ
れたクラスⅢ

及びクラスⅡ

照 明 器 具 
機能検査／ 
   回路連続性 
（ランプ又は疑似ラン

プに装着状態） 

一般的には通常動作電圧 

接地連続性 
 
照明器具の接地端子と

最も人が触れる恐れが

あり、充電部になりそう

な部品間 
稼働する照明器具は最

も厳しい状態にする 

最大抵抗値 
0.50Ù 
 
最小 10Ａの電流
を６～12Ｖの電圧
で少なくとも１秒

間加えて測定 

適用外 

ａ）耐電圧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
又は 
 
ｂ）絶縁抵抗 
 
充電部と互いを繋ぎ止

める中性端子間、充電部

と接地端子間、又はクラ

ス�、クラス�の充電部
と金属外郭部間で測定 

最大ブレイク 
ダウン電流値 
５mA 
 
最小交流 1.5kV 又
は直流 
の電圧を最小１秒

間印加して測定 
 
又は 
 
最小抵抗値 
２MÙ 
 
直流 500Ｖを１秒
間印加して測定 

最大ブレイク 
ダウン電流値 
５mA 
 
最小交流 1.5kV 又
は直流 
の電圧を最小１秒

間印加して測定 
 
又は 
 
最小抵抗値 
２MÙ 
 
直流 500Ｖを１秒
間印加して測定 

最大ブレイク 
ダウン電流値 
５mA 
 
最小交流 400V 又
は直流 
の電圧を最小１秒

間印加して測定 
 
又は 
 
最小抵抗値 
２MÙ 
 
直流 100Ｖを１秒
間印加して測定 

適用外 

極性 
 
入力端子にて測定  

照明器具が正常

に機能するため
に必要な部分 

適用外 

 

kV25.1 V2400kV25.1
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附属書Ｒ  

（参考） 

引用規格  

 
 

下記の引用規格は、この規定のパート１又はパート２に引用されていない情報又

は指針を提供するものに関するものである。この規格発行時点では記載の版が有効

であったが、各関係者は最新版を適用することの可能性を検討するよう努めてほし

い。 

IEC 60079 ：爆発性ガス雰囲気用電気機器 
IEC 60081 ：1984、一般照明用直管形蛍光ランプ 

IEC 60249 ：プリント回路用基盤材料 

IEC 60364 ：建物の電気設備 

IEC 60364-7-702 ：1983、建物の電気設備－パート７：特殊設備・場所に対する

要求－セクション 702：水泳用プール 

IEC 60682 ：1980、ハロゲン電球のピンチ部の温度標準測定方法 
IEC 60695-2-1/1  ：1994、耐火性試験、パート２：試験方法－セクション１／シ

ート１：最終製品のグローワイヤ試験及びガイダンス 

IEC 60750 ：1983、電気技術の項目命名法 

IEC 60811-3-1 ：1985、ケーブルの絶縁材料及びシース材料の共通試験方法－パ

ート３：PVC コンパウンド－セクション１：高温圧縮試験－ひ

び割れ耐性試験 
IEC 60921 ：1988、直管形蛍光ランプ用安定器－性能要求事項 

IEC 60923 ：1988、放電ランプ（直管形蛍光ランプ用を除く）用安定器－性

能要求事項 

IEC 60925 ：1989、直管形蛍光ランプ用 D.C.電子安定器－性能要求事項 
 


